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六
か
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ま
で
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各
一
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九
か
ら
四
一
ま
で
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二
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三
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び
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か
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七
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八
の
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九
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七
〇
、
七
一
の
一
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七
三

の
一
、
七
四
の
一
、
七
六
、
七
七
、
一
〇
三
の
四
及
び
こ

変
更
後
の
字
の
区
域

大
曲
市
角
間
川
町
字
稲
荷

中
島

大
曲
市
角
間
川
町
字
大
中

島
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あ
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路
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あ
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の
一
部
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の
二
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、
九
の
一
の
一
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、
一

〇
、
一
一
、
一
二
の
四
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一
二
の
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四
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、
一
五

の
一
、
一
七
、
一
八
の
一
、
一
九
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部
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〇
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一
、
二
〇
の
二
、
二
一
、
四
五
の
一
部
、
九
七
の
一
部
、

九
八
、
一
〇
〇
の
一
部
、
一
〇
一
の
一
部
、
一
〇
四
の
一

部
、
一
〇
五
の
一
、
一
〇
五
の
二
、
一
〇
六
か
ら
一
〇
八

ま
で
、
一
〇
九
の
一
、
一
一
〇
、
一
一
一
、
一
一
二
の
一

の
一
部
、
一
一
八
、
一
一
九
の
一
部
、
一
二
〇
の
一
部
、

一
二
九
の
一
部
、
一
三
三
の
一
部
、
一
三
四
の
一
部
、
一

四
四
の
一
部
及
び
こ
れ
ら
の
区
域
に
隣
接
介
在
す
る
道

路
、
水
路
で
あ
る
国
有
地
の
全
部

大
曲
市
角
間
川
町
字
前
田

四
一
の
一
部
、
四
二
の
一
部
、
四
四
か
ら
四
九
ま
で
の
各

一
部
及
び
こ
れ
ら
の
区
域
に
隣
接
介
在
す
る
道
路
、
水
路

で
あ
る
国
有
地
の
一
部

大
曲
市
角
間
川
町
字
中
前
田

三
三
の
一
の
一
部
、
三
四
の
一
、
三
五
の
一
、
三
六
の
一

及
び
こ
れ
ら
の
区
域
に
介
在
す
る
道
路
で
あ
る
国
有
地
の

全
部

大
曲
市
角
間
川
町
字
柳
中

島大
曲
市
角
間
川
町
字
下
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大
曲
市
角
間
川
町
字
中
葛
野

一
か
ら
五
ま
で
、
六
の
一
部
、
七
の
一
部
、
八
か
ら
三
〇

ま
で
、
三
一
の
一
、
三
一
の
二
及
び
こ
れ
ら
の
区
域
に
隣

接
介
在
す
る
道
路
、
水
路
で
あ
る
国
有
地
の
一
部

大
曲
市
角
間
川
町
字
西
葛
野

五
、
六
、
七
の
一
、
八
の
一
、
九
の
一
、
一
〇
の
一
、
一

一
か
ら
一
三
ま
で
、
一
五
か
ら
二
二
ま
で
、
二
三
の
一
、

二
四
の
一
、
二
五
か
ら
三
〇
ま
で
、
三
一
の
一
、
三
二
の

一
、
三
二
の
二
、
三
三
の
一
、
三
四
か
ら
四
〇
ま
で
、
四

一
の
一
、
四
二
の
一
、
四
二
の
二
、
四
三
の
一
、
四
四
か

ら
四
六
ま
で
及
び
こ
れ
ら
の
区
域
に
隣
接
介
在
す
る
道

路
、
水
路
で
あ
る
国
有
地
の
全
部
並
び
に
二
、
三
、
一
四

に
隣
接
す
る
道
路
、
水
路
で
あ
る
国
有
地
の
全
部

大
曲
市
角
間
川
町
字
北
中
野

七
の
三
、
一
〇
の
八
及
び
こ
れ
ら
の
区
域
に
隣
接
介
在
す

る
道
路
、
水
路
で
あ
る
国
有
地
の
全
部

大
曲
市
角
間
川
町
字
柳
葛
野

一
、
二
の
一
部
、
五
の
一
部
、
六
の
一
部
、
七
の
一
の
一

部
、
九
の
一
の
一
部
、
一
〇
か
ら
一
四
ま
で
の
各
一
部
、

一
七
の
一
部
、
二
〇
の
一
部
、
二
二
の
一
部
、
二
三
の
一

部
、
二
六
の
一
部
及
び
こ
れ
ら
の
区
域
に
隣
接
介
在
す
る

道
路
、
水
路
で
あ
る
国
有
地
の
全
部

大
曲
市
角
間
川
町
字
中
葛
野

六
の
一
部
、
七
の
一
部
及
び
こ
れ
ら
の
区
域
に
隣
接
す
る

道
路
、
水
路
で
あ
る
国
有
地
の
全
部
並
び
に
七
の
地
先
の

道
路
で
あ
る
国
有
地
の
一
部

大
曲
市
角
間
川
町
字
下
葛
野

七
三
の
一
の
一
部
及
び
こ
の
区
域
に
隣
接
す
る
道
路
、
水

路
で
あ
る
国
有
地
の
全
部

大
曲
市
角
間
川
町
字
道
東

大
曲
市
角
間
川
町
字
前
田

四
一
の
地
先
の
道
路
で
あ
る
国
有
地
の
一
部

大
曲
市
角
間
川
町
字
愛
宕

四
六
の
二
の
一
部
、
四
九
、
五
〇
、
五
二
の
一
、
五
二
の

二
、
五
三
の
一
、
五
四
の
一
、
五
五
の
一
、
五
六
の
一
、

五
七
の
一
、
五
八
の
一
及
び
こ
れ
ら
の
区
域
に
介
在
す
る

道
路
、
水
路
で
あ
る
国
有
地
の
全
部

大
曲
市
角
間
川
町
字
旭
森

一
の
一
、
一
の
二
、
二
、
三
、
七
、
八
、
九
の
一
、
一
〇

の
一
、
一
一
の
一
、
一
二
の
一
、
一
四
の
一
、
一
五
の
一
、

一
九
の
一
、
二
〇
の
一
、
二
一
の
一
、
二
二
の
一
、
二
三

の
一
及
び
こ
れ
ら
の
区
域
に
隣
接
介
在
す
る
道
路
、
水
路

で
あ
る
国
有
地
の
全
部

大
曲
市
角
間
川
町
字
長
田

五
の
一
の
一
部
、
五
の
二
、
八
の
一
部
、
一
一
の
一
部
、

一
二
、
一
三
、
一
四
の
一
の
一
部
及
び
こ
れ
ら
の
区
域
に

隣
接
介
在
す
る
水
路
で
あ
る
国
有
地
の
全
部

大
曲
市
角
間
川
町
字
後
野

一
か
ら
七
ま
で
、
一
一
の
一
部
、
一
二
か
ら
一
六
ま
で
、

一
七
か
ら
二
〇
ま
で
の
各
一
部
、
二
一
か
ら
二
三
ま
で
、

二
四
の
一
か
ら
二
四
の
四
ま
で
、
二
五
か
ら
二
七
ま
で
の

各
一
部
、
二
八
の
一
部
、
二
九
の
一
部
、
三
〇
、
三
一
、

三
二
の
一
部
、
三
三
の
一
部
、
三
六
か
ら
三
八
ま
で
の
各

一
部
、
三
九
の
一
の
一
部
、
四
〇
か
ら
四
三
ま
で
の
各
一

部
及
び
こ
れ
ら
の
区
域
に
隣
接
介
在
す
る
道
路
、
水
路
で

あ
る
国
有
地
の
全
部

大
曲
市
角
間
川
町
字
内
中
島

一
、
三
か
ら
五
ま
で
、
六
の
一
、
六
の
二
、
七
か
ら
一
七

ま
で
、
一
八
の
一
、
一
八
の
二
、
一
九
か
ら
二
二
ま
で
、

大
曲
市
角
間
川
町
字
二
本

杉大
曲
市
角
間
川
町
字
中
島
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二
三
の
一
、
二
三
の
二
、
二
四
か
ら
三
一
ま
で
、
三
一
の

一
、
三
一
の
二
の
一
部
、
三
三
か
ら
四
六
ま
で
、
四
七
の

一
、
四
七
の
二
、
四
八
か
ら
五
〇
ま
で
、
五
一
の
一
、
五

一
の
二
、
五
二
、
五
三
、
五
四
の
一
、
五
四
の
二
、
五
五

か
ら
五
七
ま
で
、
五
八
の
一
、
五
八
の
二
、
五
九
、
六
〇

の
一
、
六
〇
の
二
、
六
一
、
六
二
の
一
、
六
二
の
二
、
六

三
の
一
、
六
四
の
一
、
六
四
の
二
、
六
五
か
ら
七
七
ま
で
、

七
八
の
一
、
七
八
の
二
、
七
九
、
八
〇
、
八
一
の
一
、
八

一
の
二
、
八
三
の
一
、
八
四
の
一
、
八
五
か
ら
九
三
ま
で
、

九
四
の
一
か
ら
九
四
の
三
ま
で
、九
五
か
ら
一
〇
〇
ま
で
、

一
〇
一
か
ら
一
〇
四
ま
で
の
各
一
部
及
び
こ
れ
ら
の
区
域

に
隣
接
介
在
す
る
道
路
、
水
路
で
あ
る
国
有
地
の
全
部

大
曲
市
角
間
川
町
字
大
内
中
島

一
の
一
、
二
の
一
、
六
の
五
、
七
の
二
、
七
の
三
、
八
の

二
、
九
の
二
、
一
二
の
一
か
ら
一
二
の
三
ま
で
、
一
二
の

五
、
一
八
の
二
、
二
八
の
四
、
五
七
の
一
、
六
八
の
二
、

六
九
、
七
〇
の
二
、
七
一
の
二
、
七
四
の
一
、
七
五
の
一
、

七
五
の
二
、
七
六
の
二
か
ら
七
六
の
四
ま
で
、
七
九
の
一
、

八
〇
か
ら
八
三
ま
で
、
八
四
の
二
、
八
五
の
一
、
八
六
か

ら
九
〇
ま
で
、
九
一
の
一
、
九
五
の
一
、
一
〇
九
の
一
、

一
一
〇
の
一
、
一
一
三
の
一
、
一
一
四
か
ら
一
一
六
ま
で
、

一
一
七
の
一
、
一
一
八
の
一
、
一
二
〇
の
一
、
一
二
一
の

二
、
一
二
二
、
一
二
三
、
一
二
四
の
一
、
一
二
五
の
一
、

一
二
六
、
一
二
七
、
一
二
九
か
ら
一
三
一
ま
で
、
一
三
二

の
一
、
一
三
三
の
一
、
一
三
四
の
一
、
一
三
五
の
一
か
ら

一
三
五
の
三
ま
で
、
一
三
七
の
一
、
一
三
七
の
二
、
一
三

七
の
四
、
一
三
七
の
九
、
一
三
七
の
一
〇
、
一
三
七
の
一

二
、
一
九
四
の
五
、
一
九
四
の
六
、
一
九
六
の
一
、
二
〇

〇
の
三
、
二
〇
〇
の
四
、
二
一
六
の
四
、
二
三
三
の
一
、

二
三
三
の
二
、
二
三
四
か
ら
二
五
六
ま
で
、
二
五
七
の
一
、

二
五
七
の
二
、
二
五
八
か
ら
二
八
四
ま
で
、
二
八
五
の
一
、

二
九
九
の
一
、
三
〇
四
か
ら
三
〇
八
ま
で
、
三
一
二
か
ら

三
二
〇
ま
で
、
三
二
四
、
三
二
五
、
三
二
七
か
ら
三
三
三

ま
で
及
び
こ
れ
ら
の
区
域
に
隣
接
介
在
す
る
道
路
、
水
路

で
あ
る
国
有
地
の
全
部

大
曲
市
角
間
川
町
字
松
川
原

四
、
四
の
一
、
四
の
四
、
五
の
一
部
、
九
の
一
部
、
一
〇

の
一
部
及
び
こ
れ
ら
の
区
域
に
隣
接
介
在
す
る
水
路
で
あ

る
国
有
地
の
全
部

大
曲
市
角
間
川
町
字
中
前
田

八
、
九
、
一
二
、
一
三
、
一
六
か
ら
三
一
ま
で
、
三
二
の

一
、
三
三
の
一
の
一
部
及
び
こ
れ
ら
の
区
域
に
隣
接
介
在

す
る
水
路
で
あ
る
国
有
地
の
全
部

大
曲
市
角
間
川
町
字
道
東

一
四
四
か
ら
一
四
七
ま
で
の
各
一
部
及
び
こ
れ
ら
の
区
域

に
隣
接
す
る
道
路
で
あ
る
国
有
地
の
全
部

大
曲
市
角
間
川
町
字
東
元
道
巻

一
の
一
、
二
、
三
の
一
、
四
の
一
、
五
の
一
、
六
、
七
の

一
、
七
の
二
、
八
の
一
、
九
の
一
、
一
〇
の
一
、
一
一
の

一
、
一
二
、
一
三
の
一
、
一
四
の
一
、
一
五
、
一
六
の
一
、

一
七
の
一
、
一
八
の
一
、
二
六
の
一
、
二
七
の
一
、
二
八

の
一
、
二
九
か
ら
四
九
ま
で
、
五
〇
の
一
、
五
〇
の
二
、

五
一
の
一
、
五
一
の
二
、
五
二
の
一
、
五
二
の
二
、
五
三

の
一
、
五
三
の
二
、
五
四
か
ら
五
六
ま
で
、
五
七
の
一
、

五
七
の
二
、
五
八
か
ら
七
五
ま
で
、
八
一
か
ら
八
三
ま
で
、

八
四
の
一
、
八
四
の
二
、
八
五
か
ら
九
三
ま
で
、
九
四
の

一
、
九
四
の
二
、
九
五
か
ら
一
三
〇
ま
で
、
一
三
一
の
一
、

一
三
一
の
二
、
一
三
二
か
ら
一
三
五
ま
で
、
一
三
八
の
三
、

一
三
九
の
二
、
一
四
〇
の
三
、
一
四
一
か
ら
一
五
〇
ま
で
、

一
五
一
の
一
、
一
五
一
の
二
、
一
五
二
か
ら
一
五
九
ま
で
、

一
六
〇
の
一
、
一
六
〇
の
二
、
一
六
一
か
ら
一
七
一
ま
で

及
び
こ
れ
ら
の
区
域
に
隣
接
介
在
す
る
道
路
、
水
路
で
あ

る
国
有
地
の
全
部

大
曲
市
角
間
川
町
字
西
谷
地

大
曲
市
角
間
川
町
字
前
田

大
曲
市
角
間
川
町
字
元
道

巻
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一
の
一
、
二
の
一
、
三
の
一
、
四
の
一
、
五
の
一
、
六
の

一
、
七
の
一
、
八
か
ら
二
五
ま
で
、
二
六
の
一
、
二
七
の

一
、
二
八
の
一
、
二
九
の
一
、
三
〇
の
一
、
三
〇
の
一
〇
、

三
一
の
一
、
四
九
の
八
、
四
九
の
一
三
、
五
四
の
一
、
五

五
の
一
、
五
六
の
一
、
五
七
の
一
、
五
八
の
一
及
び
こ
れ

ら
の
区
域
に
隣
接
介
在
す
る
道
路
、
水
路
で
あ
る
国
有
地

の
全
部

大
曲
市
角
間
川
町
字
長
田

二
か
ら
四
ま
で
、
五
の
一
の
一
部
、
七
、
八
の
一
部
、
九
、

一
〇
、
一
一
の
一
部
、
一
四
の
一
の
一
部
、
一
四
の
二
、

一
五
か
ら
二
二
ま
で
、
二
六
か
ら
二
九
ま
で
、
三
一
か
ら

三
三
ま
で
、
三
七
、
三
八
、
三
九
の
一
、
三
九
の
二
、
四

〇
か
ら
四
八
ま
で
、
四
九
の
一
部
及
び
こ
れ
ら
の
区
域
に

隣
接
介
在
す
る
道
路
、
水
路
で
あ
る
国
有
地
の
全
部

大
曲
市
角
間
川
町
字
中
島

六
八
か
ら
七
〇
ま
で
の
各
一
部
、
七
一
の
一
の
一
部
、
七

二
か
ら
七
四
ま
で
の
各
一
部
、
七
五
の
二
の
一
部
、
七
六

か
ら
七
八
ま
で
の
各
一
部
、
七
九
の
二
の
一
部
、
八
〇
の

一
部
、
八
三
の
一
部
、
八
四
か
ら
九
三
ま
で
及
び
こ
れ
ら

の
区
域
に
隣
接
介
在
す
る
道
路
、
水
路
で
あ
る
国
有
地
の

全
部

大
曲
市
角
間
川
町
字
悪
戸

一
〇
の
一
部
、
二
五
の
一
部
、
三
〇
の
一
の
一
部
、
三
〇

の
二
の
一
部
及
び
こ
れ
ら
の
区
域
に
介
在
す
る
道
路
、
水

路
で
あ
る
国
有
地
の
全
部

大
曲
市
角
間
川
町
字
内
中
島

三
一
の
二
の
一
部
、
三
一
の
三
の
一
部
、
一
〇
四
の
一
部

及
び
こ
れ
ら
の
区
域
に
介
在
す
る
道
路
、
水
路
で
あ
る
国

有
地
の
全
部

大
曲
市
角
間
川
町
字
萩
谷
地

大
曲
市
角
間
川
町
字
後
野

大
曲
市
角
間
川
町
字
西
谷

一
の
一
、
二
の
一
、
三
の
一
、
四
の
一
、
四
の
二
、
五
、

六
の
一
、
六
の
二
、
七
か
ら
一
九
ま
で
、
二
〇
の
一
、
二

一
か
ら
二
五
ま
で
、
二
六
の
一
、
二
六
の
二
、
二
七
か
ら

三
七
ま
で
、
三
八
の
一
、
三
八
の
二
、
三
九
の
一
、
四
〇

の
一
、
四
〇
の
二
、
四
一
か
ら
四
三
ま
で
、
四
四
の
一
、

四
四
の
二
、
四
六
の
一
、
四
六
の
二
、
四
七
か
ら
五
四
ま

で
、
五
五
の
一
、
五
五
の
二
、
五
六
か
ら
五
九
ま
で
、
六

〇
の
一
、
六
〇
の
二
、
六
一
か
ら
七
〇
ま
で
、
七
一
の
一
、

七
一
の
二
、
七
二
の
一
、
七
二
の
二
、
七
三
か
ら
七
七
ま

で
、
七
八
の
一
、
七
九
、
八
〇
、
八
一
の
一
、
八
一
の
三
、

八
二
か
ら
八
四
ま
で
、
八
五
の
一
か
ら
八
五
の
三
ま
で
、

八
六
の
一
、
八
七
か
ら
八
九
ま
で
、
九
〇
の
一
、
九
一
の

一
、
九
一
の
二
、
九
二
か
ら
九
四
ま
で
、
九
五
の
一
、
九

六
、
九
九
、
一
〇
〇
の
一
、
一
〇
一
か
ら
一
二
〇
ま
で
、

一
二
一
の
一
、
一
二
一
の
二
、
一
二
二
、
一
二
三
、
一
二

四
の
一
、
一
二
四
の
二
、
一
二
五
か
ら
一
二
九
ま
で
、
一

三
〇
の
一
、
一
三
一
、
一
三
四
、
一
三
五
の
一
、
一
三
六

か
ら
一
三
八
ま
で
、
一
三
九
の
一
、
一
三
九
の
二
、
一
四

〇
の
一
、
一
四
一
か
ら
一
四
六
ま
で
及
び
こ
れ
ら
の
区
域

に
隣
接
介
在
す
る
道
路
、
水
路
で
あ
る
国
有
地
の
全
部
並

び
に
八
六
の
二
に
隣
接
す
る
道
路
、
水
路
で
あ
る
国
有
地

の
全
部
、
一
四
〇
の
二
に
隣
接
す
る
水
路
で
あ
る
国
有
地

の
全
部

大
曲
市
角
間
川
町
字
木
内

二
三
六
か
ら
二
四
三
ま
で
の
各
一
部
、
二
四
四
の
一
か
ら

二
四
四
の
四
ま
で
の
各
一
部
、
二
四
五
か
ら
二
四
七
ま
で

の
各
一
部
、
二
五
二
の
一
部
、
二
五
三
の
一
、
二
五
四
の

一
、
二
六
一
か
ら
二
六
八
ま
で
、
二
七
〇
、
二
七
七
か
ら

三
〇
九
ま
で
、
三
一
〇
の
一
、
三
一
一
の
一
、
三
一
一
の

二
、
三
一
二
の
一
、
三
一
三
の
一
、
三
一
三
の
二
、
三
一

四
、
三
一
五
、
三
一
六
の
一
、
三
一
六
の
二
、
三
一
七
か

ら
三
二
五
ま
で
、
三
二
六
の
一
、
三
二
六
の
二
、
三
二
七

か
ら
三
二
九
ま
で
及
び
こ
れ
ら
の
区
域
に
隣
接
介
在
す
る

道
路
、
水
路
で
あ
る
国
有
地
の
全
部
並
び
に
一
〇
一
に
隣

地



平成16年 1月30日（金曜日） 秋　　田　　県　　公　　報 第1542号

６

接
す
る
道
路
で
あ
る
国
有
地
の
全
部
、
三
一
二
の
二
に
隣

接
す
る
道
路
、
水
路
で
あ
る
国
有
地
の
全
部

大
曲
市
角
間
川
町
字
五
十
谷
地

一
の
一
、
二
六
の
三
の
一
部
、
二
九
の
一
、
三
〇
の
一
、

三
一
の
一
、
三
一
の
三
の
一
部
、
三
二
の
一
、
五
六
の
四
、

五
八
の
一
、
五
九
の
一
、
六
〇
の
一
、
六
一
か
ら
六
三
ま

で
、
六
四
の
一
、
八
七
の
四
、
八
九
の
一
、
九
〇
、
九
一

の
一
、
九
一
の
二
、
九
二
か
ら
九
五
ま
で
、
九
六
の
一
、

九
六
の
二
、
九
七
の
一
、
九
七
の
二
、
一
二
一
の
一
の
一

部
、
一
二
二
の
一
部
、
一
二
三
の
一
の
一
部
、
一
二
四
の

一
部
、
一
二
五
の
一
部
及
び
こ
れ
ら
の
区
域
に
隣
接
介
在

す
る
道
路
、
水
路
で
あ
る
国
有
地
の
全
部

大
曲
市
角
間
川
町
字
五
十
谷
地

四
の
一
、
五
の
一
、
六
か
ら
一
二
ま
で
、
一
三
の
一
、
一

三
の
二
、
一
四
、
一
五
の
一
か
ら
一
五
の
三
ま
で
、
一
六

の
一
、
一
六
の
二
、
一
七
、
一
八
の
一
、
一
八
の
二
、
一

九
か
ら
二
三
ま
で
、
二
四
の
一
か
ら
二
四
の
三
ま
で
、
二

五
の
一
、
二
六
の
一
、
二
六
の
七
の
一
部
、
三
六
の
一
、

三
六
の
三
、
三
六
の
五
、
三
七
の
一
、
三
八
、
三
九
の
一
、

三
九
の
二
、
四
〇
、
四
一
、
四
二
の
一
、
四
三
、
四
四
、

四
五
の
一
、
四
五
の
二
、
四
六
の
一
、
四
六
の
二
、
四
七

の
一
、
四
七
の
二
、
四
八
か
ら
五
二
ま
で
、
五
三
の
一
、

五
三
の
二
、
五
三
の
五
、
五
四
の
一
、
五
五
の
一
、
六
八

の
一
、
六
九
か
ら
七
五
ま
で
、
七
六
の
一
、
七
六
の
二
、

七
七
の
一
、
七
七
の
二
、
七
八
か
ら
八
二
ま
で
、
八
三
の

一
か
ら
八
三
の
三
ま
で
、
八
四
、
八
五
の
一
、
一
〇
〇
の

一
、
一
〇
一
か
ら
一
〇
三
ま
で
、
一
〇
四
の
一
、
一
〇
四

の
二
、
一
〇
五
か
ら
一
〇
七
ま
で
、
一
〇
八
の
一
、
一
〇

八
の
二
、
一
〇
九
の
一
、
一
〇
九
の
二
、
一
一
〇
、
一
一

一
の
一
か
ら
一
一
一
の
三
ま
で
、
一
一
二
か
ら
一
一
六
ま

で
、
一
一
七
の
一
、
一
一
七
の
三
、
一
一
七
の
五
、
一
一

七
の
六
、
一
一
八
の
一
、
一
一
九
の
一
、
一
一
九
の
二
、

一
三
三
の
二
、
一
三
三
の
四
、
一
三
三
の
五
、
一
三
四
の

大
曲
市
角
間
川
町
字
北
中

野

一
、
一
三
五
の
一
か
ら
一
三
五
の
三
ま
で
、
一
三
六
か
ら

一
三
八
ま
で
、
一
三
九
の
一
、
一
三
九
の
二
、
一
四
〇
か

ら
一
四
四
ま
で
、
一
四
五
の
一
、
一
四
五
の
二
、
一
四
六

か
ら
一
五
二
ま
で
、
一
五
三
の
一
、
一
五
四
の
一
及
び
こ

れ
ら
の
区
域
に
隣
接
介
在
す
る
道
路
、
水
路
で
あ
る
国
有

地
の
全
部

大
曲
市
角
間
川
町
字
中
野

二
五
七
か
ら
二
六
九
ま
で
、
二
七
〇
の
一
、
二
七
〇
の
二
、

二
七
一
か
ら
二
七
三
ま
で
、
二
七
四
の
一
か
ら
二
七
四
の

三
ま
で
、
二
七
五
の
一
、
二
七
五
の
二
、
二
七
六
か
ら
二

七
八
ま
で
及
び
こ
れ
ら
の
区
域
に
隣
接
介
在
す
る
道
路
、

水
路
で
あ
る
国
有
地
の
全
部
並
び
に
二
七
九
に
隣
接
す
る

道
路
で
あ
る
国
有
地
の
全
部

大
曲
市
角
間
川
町
字
内
中
島

三
一
の
三
の
一
部
、
一
〇
一
か
ら
一
〇
四
ま
で
の
各
一
部

及
び
こ
れ
ら
の
区
域
に
隣
接
介
在
す
る
道
路
、
水
路
で
あ

る
国
有
地
の
全
部

大
曲
市
角
間
川
町
字
松
川
原

五
の
一
部
、
九
の
一
部
、
一
〇
の
一
部
及
び
こ
れ
ら
の
区

域
に
隣
接
す
る
水
路
で
あ
る
国
有
地
の
全
部

大
曲
市
角
間
川
町
字
松
小
原

一
一
、
一
七
か
ら
二
〇
ま
で
、
二
一
の
一
、
二
四
の
二
、

二
五
、
二
七
の
一
、
二
八
の
一
、
二
九
の
一
、
二
九
の
三
、

三
四
の
一
、
三
五
、
三
五
の
一
、
三
六
か
ら
四
三
ま
で
、

四
四
の
一
、
四
四
の
二
、
四
五
か
ら
五
二
ま
で
、
五
四
、

五
七
、
五
九
か
ら
六
五
ま
で
、
六
六
の
二
、
六
八
、
八
〇

の
二
、
八
二
、
八
四
、
八
五
の
一
、
八
五
の
二
、
八
六
、

八
七
、
八
八
の
一
、
八
八
の
三
、
八
九
、
九
〇
の
一
、
九

〇
の
二
、
九
一
か
ら
九
四
ま
で
、
九
七
の
一
、
一
一
五
、

一
一
六
、
一
一
七
の
一
、
一
一
七
の
二
、
一
一
八
か
ら
一

二
五
ま
で
、
一
二
六
の
一
、
一
二
六
の
二
、
一
二
七
、
一

大
曲
市
角
間
川
町
字
悪
戸
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二
八
の
一
部
、
一
二
九
、
一
三
〇
の
一
部
、
一
三
一
、
一

三
二
及
び
こ
れ
ら
の
区
域
に
隣
接
介
在
す
る
道
路
、
水
路

で
あ
る
国
有
地
の
全
部

大
曲
市
角
間
川
町
字
小
萩
立

六
の
一
部
、
九
の
一
部
、
一
〇
の
一
部
、
一
一
、
一
二
の

一
部
、
一
三
の
一
部
、
一
四
の
一
部
、
一
三
五
の
一
部
、

一
三
七
の
一
部
、
一
三
八
の
一
部
及
び
こ
れ
ら
の
区
域
に

隣
接
す
る
道
路
、
水
路
で
あ
る
国
有
地
の
一
部
並
び
に
五

に
隣
接
す
る
道
路
で
あ
る
国
有
地
の
全
部

大
曲
市
角
間
川
町
字
北
沼
ノ
上

一
の
一
か
ら
一
の
四
ま
で
、
二
、
三
、
四
の
一
部
、
六
の

一
部
、
一
四
の
三
の
一
部
、
一
七
の
一
部
、
一
八
、
一
九
、

一
九
の
一
、
二
〇
の
一
部
及
び
こ
れ
ら
の
区
域
に
隣
接
介

在
す
る
道
路
、
水
路
で
あ
る
国
有
地
の
一
部

大
曲
市
角
間
川
町
字
北
沼
ノ
上

八
の
一

大
曲
市
角
間
川
町
字
小
萩
立

八
二
か
ら
八
五
ま
で
の
各
一
部
、
八
八
の
一
部
、
九
〇
の

二
の
一
部
、
一
三
五
の
一
部
、
一
四
〇
の
一
部
、
一
四
二

の
一
部
、
一
四
三
の
一
部
、
一
四
四
の
一
、
一
四
四
の
二

の
一
部
、
一
四
五
か
ら
一
四
九
ま
で
、
一
五
〇
の
一
部
、

一
五
一
、
一
五
二
か
ら
一
五
六
ま
で
の
各
一
部
、
一
五
七

及
び
こ
れ
ら
の
区
域
に
隣
接
介
在
す
る
道
路
、
水
路
で
あ

る
国
有
地
の
全
部
並
び
に
字
北
沼
ノ
上
五
八
に
隣
接
す
る

道
路
で
あ
る
国
有
地
の
一
部

大
曲
市
角
間
川
町
字
松
小
原

一
二
八
の
一
部
、
一
三
〇
の
一
部
及
び
こ
れ
ら
の
区
域
に

隣
接
す
る
水
路
で
あ
る
国
有
地
の
全
部

大
曲
市
角
間
川
町
字
北
沼
ノ
上

大
曲
市
角
間
川
町
字
小
萩

立大
曲
市
角
間
川
町
字
北
沼

ノ
上

大
曲
市
角
間
川
町
字
南
沼

二
四
の
一
か
ら
二
四
の
四
ま
で
、
二
五
、
二
六
、
四
五
、

五
八
の
一
部
、
六
〇
、
六
一
、
六
二
か
ら
六
六
ま
で
の
各

一
部
、
六
七
、
六
八
の
一
部
、
六
九
の
一
部
、
七
〇
、
七

一
の
一
部
、
七
二
の
一
部
及
び
こ
れ
ら
の
区
域
に
隣
接
介

在
す
る
水
路
で
あ
る
国
有
地
の
一
部

大
曲
市
角
間
川
町
字
上
木
内
街
道
西

一
か
ら
四
ま
で
、
一
〇
か
ら
四
一
ま
で
、
四
二
の
一
の
一

部
及
び
こ
れ
ら
の
区
域
に
隣
接
介
在
す
る
道
路
、
水
路
で

あ
る
国
有
地
の
全
部

大
曲
市
角
間
川
町
字
布
北

一
四
の
二
の
一
部
、
一
四
の
三
、
一
四
の
四
、
一
四
の
一

〇
か
ら
一
四
の
一
二
ま
で
、
一
四
の
一
六

大
曲
市
角
間
川
町
字
一
本
木

一
か
ら
五
ま
で
、
六
の
一
、
六
の
二
、
七
か
ら
三
七
ま
で
、

三
八
か
ら
五
一
ま
で
の
各
一
部
、
五
二
及
び
こ
れ
ら
の
区

域
に
隣
接
介
在
す
る
道
路
、
水
路
で
あ
る
国
有
地
の
全
部

大
曲
市
角
間
川
町
字
小
萩
立

一
二
五
の
一
、
一
二
六
の
一
の
地
先
の
道
路
、
水
路
で
あ

る
国
有
地
の
一
部

大
曲
市
角
間
川
町
字
布
北

一
四
の
二
の
一
部

大
曲
市
角
間
川
町
字
南
沼
ノ
上

四
三
の
一
の
一
部
、
四
三
の
二
の
一
部
、
四
四
の
一
部
、

四
五
の
一
部
、
四
九
の
一
部
、
五
二
の
一
、
五
三
の
一
、

五
三
の
二
、
五
四
、
五
六
の
一
、
五
九
の
一
部
、
六
〇
か

ら
六
七
ま
で
、
六
七
の
一
、
六
七
の
二
、
六
八
の
一
か
ら

六
八
の
三
ま
で
、
六
九
、
六
九
の
三
、
六
九
の
四
、
七
〇

か
ら
七
三
ま
で
、
七
四
の
一
、
七
五
の
一
及
び
こ
れ
ら
の

区
域
に
隣
接
介
在
す
る
道
路
、
水
路
で
あ
る
国
有
地
の
全

ノ
上

大
曲
市
角
間
川
町
字
布
晒
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部
並
び
に
字
一
本
木
六
五
の
地
先
の
道
路
で
あ
る
国
有
地

の
全
部

大
曲
市
角
間
川
町
字
一
本
木

三
八
の
一
部
、
三
八
の
一
、
三
九
か
ら
四
八
ま
で
の
各
一

部
、
五
七
の
一
部
、
五
八
か
ら
七
五
ま
で
、
七
六
の
一
、

七
六
の
二
、
七
七
の
一
、
七
七
の
二
、
七
八
か
ら
八
〇
ま

で
、
八
一
の
一
、
八
一
の
二
、
八
二
か
ら
八
八
ま
で
、
八

九
の
一
部
、
九
七
の
一
部
、
九
八
か
ら
一
二
三
ま
で
、
一

二
四
の
一
、
一
二
四
の
二
、
一
二
五
か
ら
一
二
八
ま
で
、

一
二
九
か
ら
一
三
一
ま
で
の
各
一
部
、
一
三
二
、
一
三
四

の
一
の
一
部
、
一
三
四
の
二
、
一
三
五
の
一
の
一
部
、
一

三
五
の
二
、
一
三
六
か
ら
一
三
八
ま
で
の
各
一
部
、
一
三

九
か
ら
一
五
〇
ま
で
、
一
五
七
、
一
六
七
、
一
六
九
、
一

七
〇
、
一
七
一
及
び
こ
れ
ら
の
区
域
に
隣
接
介
在
す
る
道

路
、
水
路
で
あ
る
国
有
地
の
全
部
並
び
に
一
七
三
に
隣
接

す
る
道
路
で
あ
る
国
有
地
の
全
部

大
曲
市
角
間
川
町
字
布
西

三
の
一
、
三
の
二
、
四
の
一
、
六
の
二
か
ら
六
の
四
ま
で
、

七
の
一
、
七
の
二
、
八
の
一
、
八
の
二
、
一
〇
か
ら
一
二

ま
で
、
一
三
の
一
、
一
三
の
二
、
一
四
の
一
、
一
四
の
二
、

一
八
の
一
、
一
八
の
二
、
一
九
の
一
、
一
九
の
二
、
二
〇
、

二
三
、
二
八
か
ら
三
七
ま
で
、
三
八
の
一
、
三
八
の
二
及

び
こ
れ
ら
の
区
域
に
隣
接
介
在
す
る
道
路
、
水
路
で
あ
る

国
有
地
の
全
部

大
曲
市
角
間
川
町
字
布
東

七
七
の
一
の
一
部
、
七
七
の
二
の
一
部
、
七
七
の
三
、
七

七
の
四
、
七
八
か
ら
八
二
ま
で
の
各
一
部
、
八
三
の
一
、

八
三
の
二
の
一
部
、
八
四
、
八
五
、
八
六
の
一
、
八
六
の

二
、
八
七
、
八
八
、
八
九
の
一
、
八
九
の
二
、
一
一
三
の

一
、
一
一
三
の
二
、
一
一
四
か
ら
一
二
〇
ま
で
、
一
二
一

の
一
、
一
二
一
の
二
、
一
四
四
の
一
、
一
四
四
の
二
、
一

四
五
、
一
四
六
、
一
四
七
の
一
、
一
四
八
の
一
、
一
四
八

の
二
の
一
部
、
一
七
一
の
一
部
及
び
こ
れ
ら
の
区
域
に
隣

接
介
在
す
る
道
路
、
水
路
で
あ
る
国
有
地
の
全
部

大
曲
市
角
間
川
町
字
五
十
谷
地

一
二
〇
の
五
、
一
二
〇
の
六
、
一
二
一
の
一
の
一
部
、
一

二
一
の
二
、
一
二
二
の
一
部
、
一
二
二
の
一
、
一
二
三
の

一
の
一
部
、
一
二
四
の
一
部
、
一
二
五
の
一
部
、
一
二
六
、

一
二
七
、
一
二
八
の
一
、
一
二
八
の
二
、
一
二
九
の
一
、

一
二
九
の
二
、
一
二
九
の
五
、
一
三
〇
の
一
、
一
三
一
の

一
、
一
五
七
の
一
、
一
五
七
の
二
、
一
五
八
か
ら
一
六
〇

ま
で
、
一
六
一
の
一
、
一
六
一
の
二
、
一
六
二
の
一
、
一

六
二
の
二
、
一
六
三
か
ら
一
六
五
ま
で
、
一
六
六
の
一
、

一
六
六
の
二
、
一
六
七
、
一
六
八
、
一
六
九
の
一
、
一
六

九
の
二
、
一
七
〇
の
二
、
二
〇
〇
の
九
、
二
〇
〇
の
一
〇
、

二
〇
一
の
一
、
二
〇
二
の
一
、
二
〇
三
の
一
、
二
〇
四
の

一
、
二
〇
四
の
二
、
二
〇
五
か
ら
二
〇
七
ま
で
及
び
こ
れ

ら
の
区
域
に
隣
接
介
在
す
る
道
路
、
水
路
で
あ
る
国
有
地

の
全
部

大
曲
市
角
間
川
町
字
堺
野

一
、
二
の
一
、
二
の
二
、
六
、
七
の
一
、
七
の
二
、
八
の

一
、
八
の
二
、
八
の
七
、
八
の
九
、
九
の
一
、
一
〇
の
一
、

二
二
の
一
、
二
三
か
ら
三
三
ま
で
、
三
四
の
一
、
三
五
の

三
及
び
こ
れ
ら
の
区
域
に
隣
接
介
在
す
る
道
路
、
水
路
で

あ
る
国
有
地
の
全
部

大
曲
市
角
間
川
町
字
佐
渡
谷
地

一
か
ら
二
一
ま
で
、
二
二
か
ら
三
三
ま
で
の
各
一
部
、
三

四
の
一
の
一
部
、
三
五
の
一
の
一
部
、
三
六
及
び
こ
れ
ら

の
区
域
に
隣
接
介
在
す
る
道
路
、
水
路
で
あ
る
国
有
地
の

全
部

大
曲
市
角
間
川
町
字
中
木
内

三
七
の
一
、
四
五
の
一
、
四
五
の
二
、
四
六
か
ら
五
六
ま

で
、
五
九
か
ら
六
六
ま
で
、
六
八
、
七
〇
か
ら
八
三
ま
で
、

大
曲
市
角
間
川
町
字
木
内
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九
九
か
ら
一
〇
二
ま
で
、
一
〇
三
の
一
、
一
〇
三
の
三
、

一
〇
四
の
一
、
一
〇
四
の
二
、
一
〇
五
、
一
一
〇
及
び
こ

れ
ら
の
区
域
に
隣
接
介
在
す
る
道
路
、
水
路
で
あ
る
国
有

地
の
全
部

大
曲
市
角
間
川
町
字
佐
渡
谷
地

二
二
か
ら
三
三
ま
で
の
各
一
部
、
三
四
の
一
の
一
部
、
三

四
の
五
、
三
五
の
一
の
一
部
、
三
七
の
三
、
三
七
の
五
、

三
七
の
七
、
三
八
の
一
、
三
九
の
一
、
四
〇
か
ら
六
四
ま

で
、
六
五
の
一
、
六
五
の
二
、
六
六
の
一
、
六
八
の
一
、

六
九
の
一
、
六
九
の
二
、
七
〇
か
ら
九
五
ま
で
、
九
六
の

一
、
九
六
の
二
、
九
七
、
九
八
、
九
九
の
一
、
九
九
の
三
、

九
九
の
五
、
九
九
の
六
、
一
〇
〇
の
一
、
一
〇
一
の
一
、

一
〇
三
の
二
、
一
〇
三
の
四
、
一
〇
四
の
一
、
一
〇
五
の

一
、
一
〇
六
の
一
、
一
〇
七
の
一
、
一
〇
八
か
ら
一
二
〇

ま
で
、
一
二
一
の
一
、
一
二
二
の
一
、
一
二
三
の
一
、
一

二
四
の
一
、
一
二
五
の
一
、
一
二
六
の
一
、
一
二
七
の
一
、

一
二
八
の
一
、
一
二
九
か
ら
一
三
一
ま
で
の
各
一
部
、
一

三
二
の
一
、
一
三
三
の
一
、
一
三
四
の
一
、
一
三
五
の
一
、

一
三
六
の
一
、
一
三
七
の
一
、
一
三
八
の
一
、
一
三
九
の

一
の
一
部
及
び
こ
れ
ら
の
区
域
に
隣
接
介
在
す
る
道
路
、

水
路
で
あ
る
国
有
地
の
全
部

大
曲
市
角
間
川
町
字
田
東

三
の
一
、
四
か
ら
一
二
ま
で
、
一
三
の
一
、
一
三
の
三
の

一
部
、
一
六
の
二
の
一
部
、
一
七
の
一
、
一
八
の
一
、
一

九
か
ら
三
八
ま
で
、
三
九
の
一
、
三
九
の
三
、
三
九
の
五
、

三
九
の
七
、
四
〇
の
一
、
四
一
の
一
、
四
二
の
一
、
四
三

の
一
、
四
四
の
一
、
四
七
の
四
、
四
九
の
一
、
五
〇
の
一
、

五
一
の
一
、
五
二
か
ら
六
五
ま
で
、
六
六
の
一
、
六
七
の

一
、
六
八
の
一
、
六
九
の
一
、
七
〇
の
一
、
七
一
の
一
、

七
二
の
一
、
七
三
の
一
、
七
四
の
一
、
七
五
の
一
、
七
六

の
一
、
七
七
の
一
、
七
八
の
一
、
七
九
の
一
、
八
〇
の
一
、

八
一
の
一
及
び
こ
れ
ら
の
区
域
に
隣
接
介
在
す
る
道
路
、

水
路
で
あ
る
国
有
地
の
一
部

大
曲
市
角
間
川
町
字
中
木

内大
曲
市
角
間
川
町
字
中
野

大
曲
市
角
間
川
町
字
五
十
谷
地

一
七
二
の
一
、
一
七
三
の
一
、
一
七
四
か
ら
一
七
九
ま
で
、

一
八
〇
の
一
か
ら
一
八
〇
の
四
ま
で
、
一
八
一
か
ら
一
九

六
ま
で
、
一
九
七
の
一
、
一
九
七
の
二
、
一
九
七
の
六
、

一
九
七
の
八
、
一
九
七
の
一
〇
、
一
九
八
の
一
及
び
こ
れ

ら
の
区
域
に
隣
接
介
在
す
る
道
路
、
水
路
で
あ
る
国
有
地

の
全
部

大
曲
市
角
間
川
町
字
道
東

二
の
一
か
ら
二
の
三
ま
で
、
三
か
ら
七
ま
で
、
八
の
一
の

一
部
、
八
の
二
の
一
部
、
九
の
一
の
一
部
及
び
こ
れ
ら
の

区
域
に
隣
接
す
る
道
路
で
あ
る
国
有
地
の
全
部

大
曲
市
角
間
川
町
字
柳
葛
野

二
の
一
部
、
三
、
四
、
五
の
一
部
、
六
の
一
部
、
七
の
一

の
一
部
、
九
の
一
の
一
部
、
一
〇
か
ら
一
四
ま
で
の
各
一

部
、
一
六
の
一
、
一
六
の
二
、
一
七
の
一
部
、
一
八
、
一

九
、
二
〇
の
一
部
、
二
一
の
三
、
二
二
の
一
部
、
二
三
の

一
部
、
二
四
の
一
か
ら
二
四
の
三
ま
で
、
二
六
の
一
部
、

二
七
、
二
八
の
一
、
二
八
の
二
、
二
九
か
ら
三
二
ま
で
、

三
三
の
一
、
三
三
の
二
、
三
四
の
一
、
三
五
の
一
、
三
六

の
一
、
三
六
の
二
、
三
七
の
一
、
三
八
か
ら
四
〇
ま
で
、

四
一
の
一
、
四
二
の
一
、
四
三
か
ら
五
〇
ま
で
、
五
一
の

一
、
五
二
の
一
、
五
三
の
一
、
五
四
か
ら
五
九
ま
で
、
六

〇
の
一
、
六
一
の
一
、
六
一
の
二
、
六
二
の
一
、
六
三
か

ら
六
六
ま
で
、
七
〇
か
ら
七
五
ま
で
、
七
五
の
一
、
七
七

の
一
、
七
八
の
一
、
七
九
の
一
、
八
〇
の
一
、
八
三
の
一
、

八
四
の
一
、
八
五
の
一
、
八
六
の
一
、
八
七
か
ら
九
六
ま

で
、
九
七
の
一
、
九
八
の
一
、
九
九
か
ら
一
〇
九
ま
で
及

び
こ
れ
ら
の
区
域
に
隣
接
介
在
す
る
道
路
、
水
路
で
あ
る

国
有
地
の
全
部
並
び
に
字
北
中
野
一
〇
の
九
に
隣
接
す
る

道
路
で
あ
る
国
有
地
の
全
部

大
曲
市
角
間
川
町
字
上
谷
地

大
曲
市
角
間
川
町
字
上
葛

野大
曲
市
角
間
川
町
字
布
東
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一
、
二
の
一
の
一
部
、
二
の
二
の
一
部
、
三
の
一
、
三
の

二
、
四
の
一
、
四
の
二
、
五
、
六
、
七
の
二
、
八
、
九
、

一
〇
の
一
、
一
〇
の
二
、
一
一
、
一
一
の
一
、
一
一
の
二
、

一
二
、
一
三
、
一
四
の
二
、
一
五
、
一
七
、
一
八
の
三
、

一
九
か
ら
三
〇
ま
で
、
三
一
の
一
、
三
一
の
二
、
三
二
か

ら
三
五
ま
で
、
三
六
の
一
、
三
六
の
二
、
三
七
か
ら
六
〇

ま
で
、
六
一
の
一
、
六
一
の
二
、
六
二
か
ら
九
二
ま
で
、

九
三
の
一
、
九
三
の
二
、
九
四
か
ら
一
〇
一
ま
で
、
一
〇

二
の
一
部
、
一
〇
三
か
ら
一
二
八
ま
で
、
一
二
九
の
一
、

一
二
九
の
二
、
一
三
〇
か
ら
一
三
六
ま
で
、
一
三
七
の
一

部
、
一
四
〇
の
一
部
、
一
四
一
か
ら
一
七
二
ま
で
、
一
七

三
の
一
部
、
一
七
八
の
一
部
、
一
七
九
か
ら
一
八
四
ま
で
、

一
八
五
の
一
、
一
八
五
の
二
、
一
八
六
、
一
八
七
、
一
八

八
の
一
、
一
八
八
の
二
、
一
八
九
か
ら
一
九
一
ま
で
、
一

九
二
の
一
、
一
九
二
の
二
、
一
九
三
か
ら
二
〇
七
ま
で
、

二
〇
八
の
一
、
二
〇
八
の
二
、
二
〇
九
か
ら
二
一
一
ま
で
、

二
一
二
の
一
部
、
二
一
八
の
一
の
一
部
、
二
一
九
の
一
、

二
二
〇
の
一
、
二
二
一
の
一
、
二
二
二
の
一
、
二
二
三
の

一
、
二
二
四
の
一
、
二
二
五
の
一
、
二
二
五
の
二
の
一
部
、

二
二
五
の
三
、
二
二
六
の
一
部
、
二
二
七
の
一
、
二
二
八

の
一
、
二
二
九
の
一
部
、
二
三
〇
の
一
の
一
部
、
二
三
〇

の
二
の
一
部
、
二
三
一
か
ら
二
三
三
ま
で
の
各
一
部
及
び

こ
れ
ら
の
区
域
に
隣
接
介
在
す
る
道
路
、
水
路
で
あ
る
国

有
地
の
一
部

大
曲
市
角
間
川
町
字
明
神
西

三
の
一
部
、
四
、
五
の
一
の
一
部
、
五
の
六
の
一
部
、
九

の
一
部
、
一
〇
の
一
部
、
一
九
の
一
部
、
二
〇
、
二
一
の

一
部
及
び
こ
れ
ら
の
区
域
に
隣
接
介
在
す
る
道
路
、
水
路

で
あ
る
国
有
地
の
全
部

大
曲
市
角
間
川
町
字
一
本
木

四
八
か
ら
五
一
ま
で
の
各
一
部
、
五
三
の
一
、
五
三
の
二
、

五
四
か
ら
五
六
ま
で
、
五
七
の
一
部
、
八
九
の
一
部
、
九

〇
か
ら
九
二
ま
で
、
九
三
の
一
、
九
三
の
二
、
九
四
か
ら

九
六
ま
で
、
九
七
の
一
部
、
一
三
四
の
一
の
一
部
、
一
三

五
の
一
の
一
部
、
一
三
六
か
ら
一
三
八
ま
で
の
各
一
部
及

び
こ
れ
ら
の
区
域
に
隣
接
介
在
す
る
道
路
、
水
路
で
あ
る

国
有
地
の
全
部

大
曲
市
角
間
川
町
字
泥
鰌
沼

一
の
二
の
一
部
、
一
の
三
の
一
部
、
二
、
三
、
四
の
一
、

四
の
二
、
五
か
ら
七
ま
で
、
八
の
一
か
ら
八
の
四
ま
で
、

九
の
一
、
九
の
二
、
一
〇
の
一
、
一
〇
の
二
、
一
一
の
一
、

一
一
の
二
、
一
二
の
一
、
一
二
の
二
、
一
三
か
ら
二
四
ま

で
、
二
五
の
一
、
二
五
の
二
、
二
六
、
二
七
の
一
、
二
七

の
二
、
二
八
の
一
、
二
八
の
二
、
二
九
の
一
、
二
九
の
二
、

三
〇
の
一
、
三
〇
の
二
、
三
一
の
一
、
三
一
の
二
、
三
二

の
一
、
三
二
の
二
、
三
三
の
一
、
三
三
の
二
、
三
四
か
ら

四
一
ま
で
及
び
こ
れ
ら
の
区
域
に
隣
接
介
在
す
る
道
路
、

水
路
で
あ
る
国
有
地
の
全
部

大
曲
市
角
間
川
町
字
上
木
内
街
道
西

四
二
の
一
の
一
部
、
四
三
の
一
、
四
四
の
一
及
び
こ
れ
ら

の
区
域
に
隣
接
介
在
す
る
道
路
、
水
路
で
あ
る
国
有
地
の

全
部

大
曲
市
角
間
川
町
字
明
神
西

五
〇
の
一
、
五
一
の
一
、
五
二
の
一
、
六
九
の
一
、
七
〇

の
一
、
七
一
か
ら
七
四
ま
で
、
七
五
の
一
、
七
五
の
二
、

七
六
の
一
、
七
六
の
二
、
七
七
か
ら
八
一
ま
で
、
八
二
の

一
、
八
二
の
三
、
八
二
の
五
、
八
三
の
一
、
八
四
の
一
、

九
〇
の
四
の
一
部
、
九
〇
の
七
、
九
四
の
一
、
九
五
の
一

か
ら
九
五
の
三
ま
で
、
九
五
の
五
、
九
六
の
一
、
九
七
の

一
、
九
八
の
一
、
九
九
か
ら
一
〇
四
ま
で
、
一
〇
五
の
一
、

一
〇
五
の
二
、
一
〇
六
の
一
か
ら
一
〇
六
の
三
ま
で
、
一

〇
七
の
二
、
一
〇
七
の
三
、
一
〇
八
の
一
、
一
〇
八
の
三
、

一
〇
九
の
一
、
一
一
〇
の
一
、
一
一
一
の
一
、
一
一
二
の

一
、
一
一
三
の
一
、
一
一
四
の
一
、
一
一
五
の
一
、
一
一

六
の
一
、
一
一
七
の
一
、
一
一
八
の
一
、
一
一
九
の
一
、

大
曲
市
角
間
川
町
字
巽
中

野
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一
二
〇
の
一
及
び
こ
れ
ら
の
区
域
に
隣
接
介
在
す
る
道

路
、
水
路
で
あ
る
国
有
地
の
全
部

大
曲
市
角
間
川
町
字
田
村
境

一
七
の
一
の
一
部
、
一
八
の
一
の
一
部
、
八
六
の
一
、
八

七
、
八
八
の
一
、
八
八
の
九
の
一
部
、
八
八
の
一
〇
、
八

九
の
一
、
九
四
の
二
の
一
部
、
九
四
の
三
の
一
部
、
九
四

の
五
の
一
部
、
九
五
の
一
、
九
六
の
一
、
九
七
の
一
、
九

八
の
一
、
九
九
か
ら
一
〇
三
ま
で
、
一
〇
四
の
一
、
一
〇

四
の
二
、
一
〇
四
の
四
、
一
〇
五
の
一
、
一
〇
五
の
二
、

一
〇
六
の
一
、
一
〇
六
の
二
、
一
〇
七
の
一
、
一
〇
七
の

二
、
一
〇
八
か
ら
一
一
四
ま
で
、
一
一
五
の
一
、
一
一
五

の
二
、
一
一
六
の
一
、
一
一
六
の
二
、
一
一
七
の
一
、
一

一
七
の
二
、
一
一
八
の
一
、
一
一
八
の
二
、
一
一
九
か
ら

一
二
一
ま
で
、
一
二
二
の
一
、
一
二
二
の
二
、
一
二
三
の

一
及
び
こ
れ
ら
の
区
域
に
隣
接
介
在
す
る
道
路
、
水
路
で

あ
る
国
有
地
の
全
部

大
曲
市
角
間
川
町
字
明
神
西

一
、
二
、
三
の
一
部
、
五
の
一
の
一
部
、
五
の
二
、
五
の

六
の
一
部
、
七
の
一
か
ら
七
の
三
ま
で
、
九
の
一
部
、
一

〇
の
一
部
、
一
一
、
一
二
の
一
、
一
二
の
二
、
一
三
か
ら

一
八
ま
で
、
一
九
の
一
部
、
二
一
の
一
部
、
二
二
か
ら
二

九
ま
で
、
三
〇
の
一
、
三
〇
の
三
、
三
〇
の
四
、
三
一
の

一
、
三
二
の
一
、
三
三
か
ら
四
四
ま
で
、
四
五
の
一
、
四

五
の
三
、
四
五
の
七
、
四
六
の
一
、
四
七
の
一
、
五
六
の

一
、
五
六
の
六
、
五
七
の
一
、
五
八
か
ら
六
四
ま
で
、
六

五
の
一
、
六
五
の
五
、
六
六
の
一
、
八
七
の
一
、
八
八
の

一
、
八
九
、
九
〇
の
一
、
九
〇
の
八
の
一
部
、
九
一
の
一

及
び
こ
れ
ら
の
区
域
に
隣
接
介
在
す
る
道
路
、
水
路
で
あ

る
国
有
地
の
全
部

大
曲
市
角
間
川
町
字
上
谷
地

二
の
一
の
一
部
、
二
の
二
の
一
部
、
一
〇
二
の
一
部
、
一

三
七
の
一
部
、
一
三
八
、
一
三
九
、
一
四
〇
の
一
部
、
一

大
曲
市
角
間
川
町
字
田
村

境

七
三
の
一
部
、
一
七
四
か
ら
一
七
七
ま
で
、
一
七
八
の
一

部
、
二
一
二
の
一
部
、
二
一
三
、
二
一
四
の
一
、
二
一
五

の
一
、
二
一
六
の
一
、
二
一
七
の
一
、
二
一
八
の
一
の
一

部
及
び
こ
れ
ら
の
区
域
に
隣
接
介
在
す
る
道
路
、
水
路
で

あ
る
国
有
地
の
全
部
並
び
に
字
明
神
西
七
の
一
か
ら
七
の

三
ま
で
、
九
に
隣
接
す
る
水
路
で
あ
る
国
有
地
の
一
部

大
曲
市
角
間
川
町
字
泥
鰌
沼

一
の
二
の
一
部
、
一
の
三
の
一
部
及
び
こ
れ
ら
の
区
域
に

隣
接
介
在
す
る
道
路
で
あ
る
国
有
地
の
全
部

大
曲
市
角
間
川
町
字
布
晒

九
七
の
一
、
九
八
、
九
九
の
二
、
二
二
九
か
ら
二
三
一
ま

で
、
二
五
九
か
ら
二
六
五
ま
で
、
二
六
六
の
一
、
二
六
六

の
二
、
二
六
七
の
一
、
二
六
七
の
二
、
二
六
八
の
一
、
二

六
八
の
二
、
二
六
九
の
一
、
二
六
九
の
二
、
二
七
〇
の
一
、

二
七
〇
の
二
、
二
九
八
の
二
、
二
九
九
、
三
〇
〇
、
三
〇

一
の
一
、
三
〇
二
、
三
〇
二
の
二
、
三
〇
三
、
三
〇
四
か

ら
三
〇
六
ま
で
及
び
こ
れ
ら
の
区
域
に
隣
接
介
在
す
る
道

路
、
水
路
で
あ
る
国
有
地
の
全
部

大
曲
市
角
間
川
町
字
東
沼
敷

一
の
一
、
一
の
二
、
二
の
一
、
二
の
二
、
三
の
一
か
ら
三

の
三
ま
で
、
四
の
一
か
ら
四
の
三
ま
で
、
五
、
六
の
一
か

ら
六
の
三
ま
で
、
七
か
ら
一
四
ま
で
、
一
五
の
一
か
ら
一

五
の
五
ま
で
、
一
六
の
一
部
、
一
八
か
ら
二
〇
ま
で
、
二

一
の
一
、
二
一
の
二
、
二
二
か
ら
二
六
ま
で
、
二
七
の
一
、

二
七
の
二
、
二
八
の
一
、
二
八
の
二
、
二
九
の
一
、
二
九

の
二
、
三
〇
の
一
、
三
〇
の
二
、
三
〇
の
四
、
三
〇
の
五
、

三
一
、
三
二
の
一
、
三
二
の
二
、
三
三
、
三
四
の
二
、
三

五
の
一
、
三
五
の
二
、
三
六
か
ら
四
九
ま
で
、
四
九
の
二
、

五
〇
、
五
〇
の
二
、
五
一
、
五
一
の
二
、
五
一
の
三
の
一

部
、
五
二
、
五
二
の
二
、
五
六
、
五
七
、
五
八
の
二
、
五

九
か
ら
七
五
ま
で
、
七
六
の
一
の
一
部
、
七
六
の
二
の
一

部
、
七
七
、
七
八
、
七
九
の
一
部
、
八
〇
の
一
部
、
八
一

大
曲
市
角
間
川
町
字
古
川

敷
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１２

の
一
の
一
部
、
八
五
の
一
、
八
五
の
二
、
八
六
の
一
、
八

六
の
二
、
八
七
の
一
、
八
七
の
二
、
八
八
の
一
、
八
八
の

二
、
八
九
の
一
、
九
一
の
一
、
九
二
、
九
三
、
九
四
の
一
、

九
五
の
一
、
九
六
の
一
、
九
七
の
一
、
九
八
の
一
、
九
九

の
一
、
九
九
の
二
、
一
〇
〇
か
ら
一
〇
二
ま
で
、
一
〇
四

の
一
、
一
〇
五
の
一
、
一
〇
五
の
二
、
一
〇
六
か
ら
一
一

七
ま
で
、
一
一
八
の
一
部
、
一
一
九
、
一
二
〇
及
び
こ
れ

ら
の
区
域
に
隣
接
介
在
す
る
道
路
、
水
路
で
あ
る
国
有
地

の
全
部

大
曲
市
角
間
川
町
字
西
沼
敷

一
か
ら
七
ま
で
、
八
の
一
、
八
の
二
、
九
、
一
〇
の
一
、

一
〇
の
二
、
一
一
か
ら
一
八
ま
で
、
一
九
の
一
、
一
九
の

二
、
二
〇
の
一
、
二
〇
の
二
、
二
一
の
一
部
、
二
二
か
ら

三
七
ま
で
、
三
八
の
一
、
三
八
の
二
、
三
九
の
一
、
三
九

の
二
、
四
〇
の
一
か
ら
四
〇
の
四
ま
で
、
四
一
か
ら
四
九

ま
で
、
五
〇
の
一
、
五
〇
の
二
、
五
一
、
五
二
の
一
、
五

二
の
三
、
八
三
の
一
、
八
七
、
八
八
の
一
、
八
九
の
一
及

び
こ
れ
ら
の
区
域
に
隣
接
介
在
す
る
道
路
、
水
路
で
あ
る

国
有
地
の
全
部

大
曲
市
角
間
川
町
字
門
目
下

一
〇
三
の
一
の
一
部
、
一
四
九
の
一
の
一
部
、
一
四
九
の

二
及
び
こ
れ
ら
の
区
域
に
隣
接
介
在
す
る
道
路
、
水
路
で

あ
る
国
有
地
の
全
部

大
曲
市
角
間
川
町
字
門
目
下

六
か
ら
一
一
ま
で
、
一
三
か
ら
一
五
ま
で
、
一
六
の
一
、

一
六
の
二
、
一
七
か
ら
二
五
ま
で
、
二
七
か
ら
三
〇
ま
で
、

三
一
の
一
、
三
二
の
二
、
三
三
の
一
、
三
三
の
二
、
三
四

の
一
、
三
四
の
二
、
三
五
の
一
、
三
五
の
二
、
三
七
の
一
、

三
七
の
二
、
三
八
の
六
、
三
八
の
七
、
四
一
の
一
、
四
一

の
二
、
四
二
、
四
二
の
二
、
四
三
、
四
四
、
四
五
の
一
、

四
五
の
二
、
四
六
の
一
、
四
六
の
二
、
四
七
か
ら
五
〇
ま

で
、
五
一
の
一
、
五
三
か
ら
七
四
ま
で
、
七
五
の
一
、
七

大
曲
市
角
間
川
町
字
門
目

五
の
二
、
七
六
か
ら
八
〇
ま
で
、
八
一
の
一
か
ら
八
一
の

四
ま
で
、
八
二
、
八
三
、
八
四
の
一
、
八
四
の
二
、
八
五
、

八
六
の
二
か
ら
八
六
の
四
ま
で
、
八
七
、
八
七
の
一
、
八

九
か
ら
九
五
ま
で
、
九
六
の
一
、
九
七
の
一
、
九
八
か
ら

一
〇
二
ま
で
、
一
〇
三
の
一
の
一
部
、
一
〇
六
か
ら
一
二

一
ま
で
、
一
二
二
の
一
、
一
二
二
の
二
、
一
二
三
か
ら
一

四
八
ま
で
、
一
四
九
の
一
の
一
部
、
一
五
〇
か
ら
一
五
五

ま
で
及
び
こ
れ
ら
の
区
域
に
隣
接
介
在
す
る
道
路
、
水
路

で
あ
る
国
有
地
の
全
部

大
曲
市
角
間
川
町
字
門
目
東

三
、
四
の
一
、
五
の
一
、
六
の
一
、
九
の
一
、
一
〇
の
一
、

一
〇
の
二
、
一
一
の
一
、
一
二
の
一
、
一
三
の
一
、
一
五

の
一
、
一
八
の
一
、
一
九
の
一
、
二
〇
の
二
、
二
一
の
二
、

二
二
の
一
、
二
三
の
一
、
二
四
の
二
、
二
五
の
二
、
二
六

の
一
、
二
七
の
一
、
二
八
の
二
、
二
九
、
三
一
、
三
二
、

三
三
の
一
、
三
三
の
二
、
三
四
の
一
、
三
四
の
二
、
三
五

の
一
、
三
五
の
二
、
三
六
の
一
、
三
六
の
二
、
四
〇
の
一
、

四
一
の
一
、
四
四
の
一
、
四
五
の
一
、
四
六
の
一
、
四
七

の
一
、
四
七
の
二
、
四
八
の
一
、
四
九
の
一
、
五
〇
の
一
、

五
一
の
一
、
五
二
の
一
、
五
三
の
一
、
五
四
の
一
、
五
五

か
ら
五
七
ま
で
、
六
〇
か
ら
八
九
ま
で
及
び
こ
れ
ら
の
区

域
に
隣
接
介
在
す
る
道
路
、
水
路
で
あ
る
国
有
地
の
全
部

大
曲
市
角
間
川
町
字
古
川
敷

一
の
一
部
、
二
か
ら
五
ま
で
、
六
の
一
部
、
七
の
一
部
、

一
三
の
三
、
一
四
、
一
五
の
一
及
び
こ
れ
ら
の
区
域
に
隣

接
介
在
す
る
道
路
、
水
路
で
あ
る
国
有
地
の
全
部

大
曲
市
角
間
川
町
字
土
手
外

一
の
一
か
ら
一
の
三
ま
で

大
曲
市
角
間
川
町
字
西
沼
敷

二
一
の
一
部
、
五
二
の
二
及
び
こ
れ
ら
の
区
域
に
隣
接
介

在
す
る
道
路
、
水
路
で
あ
る
国
有
地
の
全
部



平成16年 1月30日（金曜日） 秋　　田　　県　　公　　報 第1542号

秋
田
県
告
示
第
八
十
七
号

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
百
三
十
七
号
）
第
十
二
条
第

七
項
の
規
定
に
よ
り
産
業
廃
棄
物
処
理
計
画
が
提
出
さ
れ
、
同
条
第
八
項
の
規
定
に
よ
り
産
業
廃
棄

物
処
理
計
画
実
施
状
況
の
報
告
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
九
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公

表
す
る
。

平
成
十
六
年
一
月
三
十
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

「
次
の
と
お
り
」
は
省
略
し
、
関
係
書
類
を
縦
覧
に
供
す
る
。

一
　
縦
覧
に
供
す
る
書
類
の
名
称
　
産
業
廃
棄
物
処
理
計
画
書
及
び
産
業
廃
棄
物
処
理
計
画
実
施
状

況
報
告
書

二
　
縦
覧
期
間
　
平
成
十
六
年
一
月
三
十
日
か
ら
平
成
十
七
年
一
月
二
十
九
日
ま
で

三
　
縦
覧
場
所
　
生
活
環
境
文
化
部
環
境
整
備
課

秋
田
県
告
示
第
八
十
八
号

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
百
三
十
七
号
）
第
十
二
条
の

二
第
八
項
の
規
定
に
よ
り
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
処
理
計
画
が
提
出
さ
れ
、
同
条
第
九
項
の
規
定
に

よ
り
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
処
理
計
画
実
施
状
況
の
報
告
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
十
項
の
規
定
に

基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

平
成
十
六
年
一
月
三
十
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

「
次
の
と
お
り
」
は
省
略
し
、
関
係
書
類
を
縦
覧
に
供
す
る
。

一
　
縦
覧
に
供
す
る
書
類
の
名
称
　
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
処
理
計
画
書
及
び
特
別
管
理
産
業
廃
棄

物
処
理
計
画
実
施
状
況
報
告
書

二
　
縦
覧
期
間
　
平
成
十
六
年
一
月
三
十
日
か
ら
平
成
十
七
年
一
月
二
十
九
日
ま
で

三
　
縦
覧
場
所
　
生
活
環
境
文
化
部
環
境
整
備
課

秋
田
県
告
示
第
八
十
九
号

ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
廃
棄
物
の
適
正
な
処
理
の
推
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
十
三
年
法

律
第
六
十
五
号
）
第
八
条
の
規
定
に
よ
り
、
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
廃
棄
物
の
保
管
及
び
処
分
の
状

況
に
関
し
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
九
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

平
成
十
六
年
一
月
三
十
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

「
次
の
と
お
り
」
は
省
略
し
、
関
係
書
類
を
縦
覧
に
供
す
る
。

一
　
縦
覧
に
供
す
る
書
類
の
名
称
　
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
廃
棄
物
の
保
管
及
び
処
分
状
況
等
届
出

書
の
副
本
及
び
添
付
書
類

二
　
縦
覧
期
間
　
平
成
十
六
年
一
月
三
十
日
か
ら
同
年
六
月
三
十
日
ま
で

三
　
縦
覧
場
所
　
生
活
環
境
文
化
部
環
境
整
備
課

秋
田
県
告
示
第
九
十
号

国
土
調
査
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と

お
り
地
籍
調
査
の
結
果
を
認
証
し
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
告
す
る
。

平
成
十
六
年
一
月
三
十
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
（一）

調
査
を
行
っ
た
者
の
名
称

藤
里
町

（二）

成
果
の
名
称

山
本
郡
藤
里
町
の
地
籍
図
及
び
地
籍
簿

（三）

測
量
及
び
調
査
を
行
っ
た
地
域

山
本
郡
藤
里
町
大
字
粕
毛
の
一
部

（四）

実
施
年
度
及
び
認
証
面
積

平
成
十
三
年
度
か
ら
平
成
十
五
年
度
ま
で

一
・
〇
五
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル

（五）

認
証
年
月
日

平
成
十
六
年
一
月
二
十
二
日

二
（一）

調
査
を
行
っ
た
者
の
名
称

峰
浜
村

（二）

成
果
の
名
称

１３

大
曲
市
角
間
川
町
字
東
沼
敷

一
六
の
一
部
、
五
一
の
三
の
一
部
、
七
六
の
一
の
一
部
、

七
六
の
二
の
一
部
、
七
九
の
一
部
、
八
〇
の
一
部
、
八
一

の
一
の
一
部
、
一
一
八
の
一
部
及
び
こ
れ
ら
の
区
域
に
隣

接
介
在
す
る
道
路
、
水
路
で
あ
る
国
有
地
の
全
部
並
び
に

一
一
八
、
一
二
〇
に
隣
接
す
る
道
路
、
水
路
で
あ
る
国
有

地
の
全
部

大
曲
市
角
間
川
町
字
門
目
下

三
二
の
一

大
曲
市
角
間
川
町
字
街
道

東
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山
本
郡
峰
浜
村
の
地
籍
図
及
び
地
籍
簿

（三）

測
量
及
び
調
査
を
行
っ
た
地
域

山
本
郡
峰
浜
村
大
字
塙
の
一
部

（四）

実
施
年
度
及
び
認
証
面
積

平
成
十
三
年
度
か
ら
平
成
十
五
年
度
ま
で

〇
・
六
五
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル

（五）

認
証
年
月
日

平
成
十
六
年
一
月
二
十
二
日

三
（一）

調
査
を
行
っ
た
者
の
名
称

雄
和
町

（二）

成
果
の
名
称

河
辺
郡
雄
和
町
の
地
籍
図
及
び
地
籍
簿

（三）

測
量
及
び
調
査
を
行
っ
た
地
域

河
辺
郡
雄
和
町
大
字
椿
川
の
一
部

（四）

実
施
年
度
及
び
認
証
面
積

平
成
十
四
年
度
及
び
平
成
十
五
年
度

〇
・
九
四
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル

（五）

認
証
年
月
日

平
成
十
六
年
一
月
二
十
二
日

四
（一）

調
査
を
行
っ
た
者
の
名
称

雄
和
町

（二）

成
果
の
名
称

河
辺
郡
雄
和
町
の
地
籍
図
及
び
地
籍
簿

（三）

測
量
及
び
調
査
を
行
っ
た
地
域

河
辺
郡
雄
和
町
大
字
下
黒
瀬
の
一
部

（四）

実
施
年
度
及
び
認
証
面
積

平
成
十
四
年
度
及
び
平
成
十
五
年
度

一
・
一
一
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル

（五）

認
証
年
月
日

平
成
十
六
年
一
月
二
十
二
日

秋
田
県
告
示
第
九
十
一
号

農
林
水
産
大
臣
か
ら
次
の
と
お
り
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通
知

が
あ
っ
た
の
で
、
森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
三
に
お
い
て

準
用
す
る
同
法
第
三
十
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
告
示
す
る
。

平
成
十
六
年
一
月
三
十
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
　
指
定
施
業
要
件
変
更
予
定
保
安
林
の
所
在
場
所

河
辺
郡
河
辺
町
岩
見
字
岩
見
山
（
国
有
林
。
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）

二
　
保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的
　
水
源
の
か
ん
養

三
　
変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

（一）

立
木
の
伐
採
の
方
法

（１）

次
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

字
岩
見
山
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）

（２）

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係

る
市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

（３）

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

（二）

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
農
林
水
産
部

森
林
整
備
課
及
び
秋
田
地
域
振
興
局
農
林
部
並
び
に
河
辺
郡
河
辺
町
役
場
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供

す
る
。
）

秋
田
県
告
示
第
九
十
二
号

農
林
水
産
大
臣
か
ら
次
の
森
林
を
保
安
林
予
定
森
林
と
す
る
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
の
で
、
森
林
法

（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
告
示
す
る
。

平
成
十
六
年
一
月
三
十
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
　
保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

湯
沢
市
高
松
字
高
松
沢
、
雄
勝
郡
雄
勝
町
桑
崎
字
小
比
内
山
、
羽
後
町
飯
沢
字
大
黒
森
沢
、
軽

井
沢
字
八
塩
山
、
東
成
瀬
村
椿
川
西
山
ノ
内
字
松
ヶ
沢
、
皆
瀬
村
畠
等
字
生
内
沢
、
字
黒
沢
（
以

上
七
字
国
有
林
。
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）

二
　
指
定
の
目
的
　
水
源
の
か
ん
養

三
　
指
定
施
業
要
件

（一）

立
木
の
伐
採
の
方
法

（１）

次
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
立
木
の
伐
採
を
禁
止
す
る
。

湯
沢
市
高
松
字
高
松
沢
・
雄
勝
郡
雄
勝
町
桑
崎
字
小
比
内
山
・
羽
後
町
飯
沢
字
大
黒
森

沢
・
軽
井
沢
字
八
塩
山
・
東
成
瀬
村
椿
川
西
山
ノ
内
字
松
ヶ
沢
・
皆
瀬
村
畠
等
字
生
内
沢
・

字
黒
沢
（
以
上
七
字
国
有
林
。
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）

（２）

次
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。
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湯
沢
市
高
松
字
高
松
沢
・
雄
勝
郡
雄
勝
町
桑
崎
字
小
比
内
山
・
羽
後
町
飯
沢
字
大
黒
森

沢
・
軽
井
沢
字
八
塩
山
・
東
成
瀬
村
椿
川
西
山
ノ
内
字
松
ヶ
沢
・
皆
瀬
村
畠
等
字
生
内
沢
・

字
黒
沢
（
以
上
七
字
国
有
林
。
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）

（３）

そ
の
他
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
に
係
る
伐
採
種
を
定
め
な
い
。

（４）

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係

る
市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

（５）

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

（二）

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
農
林
水
産
部

森
林
整
備
課
及
び
雄
勝
地
域
振
興
局
農
林
部
並
び
に
湯
沢
市
役
所
及
び
関
係
町
村
役
場
に
備
え
置
い

て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

秋
田
県
告
示
第
九
十
三
号

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
附
則
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
に
関
す
る
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
六
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す

る
同
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
告
し
、
関
係
書
類
を
縦
覧
に
供
す
る
。

な
お
、
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
の
周
辺
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ

い
て
意
見
を
有
す
る
場
合
は
、
同
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
縦
覧
期
間
満
了
の
日
ま
で
に

県
に
対
し
意
見
書
を
提
出
し
、
こ
れ
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。

平
成
十
六
年
一
月
三
十
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
　
届
出
事
項
の
概
要

（一）

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
名
称
及
び
住
所

株
式
会
社
マ
ル
シ
メ
　
代
表
取
締
役
　
遠
　
藤
　
清
　
一

平
鹿
郡
十
文
字
町
佐
賀
会
字
下
沖
田
六
番
地
一

（二）

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

マ
ル
シ
メ
南
の
街
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー

平
鹿
郡
十
文
字
町
佐
賀
会
字
下
沖
田
四
十
番
地

（三）

変
更
し
よ
う
と
す
る
事
項

（１）

大
規
模
小
売
店
舗
の
店
舗
面
積
の
合
計

ア
　
変
更
前
　
四
千
八
百
六
十
七
平
方
メ
ー
ト
ル

イ
　
変
更
後
　
五
千
八
百
六
十
七
平
方
メ
ー
ト
ル

（２）

駐
車
場
の
位
置
及
び
収
容
台
数

ア
　
変
更
前
　
三
百
八
十
三
台

イ
　
変
更
後
　
三
百
六
十
二
台

（３）

駐
輪
場
の
位
置
及
び
収
容
台
数

ア
　
変
更
前
　
二
百
二
十
五
台

イ
　
変
更
後
　
二
百
七
十
台

（４）

荷
捌
き
施
設
の
位
置
及
び
面
積

ア
　
変
更
前
　
二
十
五
平
方
メ
ー
ト
ル

イ
　
変
更
後
　
四
十
四
・
六
平
方
メ
ー
ト
ル

（５）

廃
棄
物
等
の
保
管
施
設
の
位
置
及
び
容
量

ア
　
変
更
前
　
七
十
五
・
七
二
立
方
メ
ー
ト
ル

イ
　
変
更
後
　
八
十
九
・
九
七
立
方
メ
ー
ト
ル

（６）

小
売
業
を
行
う
者
の
開
店
時
刻
及
び
閉
店
時
刻

ア
　
変
更
前
　
開
店
時
刻
　
午
前
九
時
三
十
分
　
閉
店
時
刻
　
午
後
七
時
三
十
分
ほ
か

イ
　
変
更
後
　
開
店
時
刻
　
午
前
九
時
三
十
分
　
閉
店
時
刻
　
午
後
十
時
ほ
か

（７）

来
客
が
駐
車
場
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯

ア
　
変
更
前
　
午
前
九
時
か
ら
午
後
九
時
三
十
分
ま
で

イ
　
変
更
後
　
午
前
九
時
か
ら
午
後
十
時
三
十
分
ま
で

（８）

荷
さ
ば
き
施
設
に
お
い
て
荷
さ
ば
き
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯

ア
　
変
更
前
　
午
前
七
時
か
ら
午
後
七
時
ま
で

イ
　
変
更
後
　
午
前
六
時
か
ら
午
後
八
時
ま
で

（四）

変
更
す
る
年
月
日

平
成
十
六
年
九
月
十
九
日

二
　
届
出
年
月
日

平
成
十
六
年
一
月
十
九
日

三
　
関
係
書
類
の
縦
覧
場
所
及
び
期
間

（一）

縦
覧
場
所

県
庁
第
二
庁
舎
一
階
　
県
政
情
報
資
料
室

十
文
字
町
役
場
　
商
工
課

（二）

縦
覧
期
間

平
成
十
六
年
一
月
三
十
日
か
ら
同
年
五
月
三
十
一
日
ま
で

四
　
意
見
書
の
提
出
先

秋
田
市
山
王
四
丁
目
一
番
一
号
　
秋
田
県
産
業
経
済
労
働
部
商
工
業
振
興
課

五
　
意
見
書
に
添
付
す
る
書
面
に
記
載
す
べ
き
事
項

（一）

意
見
を
述
べ
る
者
の
氏
名
及
び
住
所

（二）

意
見
の
対
象
と
な
る
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称

（三）

意
見
を
述
べ
る
理
由
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秋
田
県
告
示
第
九
十
四
号

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
大

規
模
小
売
店
舗
の
変
更
に
関
す
る
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

五
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
告
し
、
関
係
書
類
を
縦
覧
に
供
す
る
。

な
お
、
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
の
周
辺
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ

い
て
意
見
を
有
す
る
場
合
は
、
同
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
縦
覧
期
間
満
了
の
日
ま
で
に

県
に
対
し
意
見
書
を
提
出
し
、
こ
れ
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。

平
成
十
六
年
一
月
三
十
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
　
届
出
事
項
の
概
要

（一）

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
名
称
及
び
住
所

株
式
会
社
ヤ
マ
キ
　
代
表
取
締
役
　
乾
　
　
　
忠
　
勝

能
代
市
大
町
七
番
二
十
七
号

（二）

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

ホ
ー
ム
セ
ン
タ
ー
ヤ
マ
キ
秋
田
卸
町
店

秋
田
市
卸
町
一
丁
目
三
番
七
号

（三）

変
更
し
よ
う
と
す
る
事
項

（１）

駐
車
場
の
位
置
及
び
収
容
台
数

ア
　
変
更
前
　
二
百
八
十
三
台

イ
　
変
更
後
　
三
百
九
十
五
台
　
た
だ
し
、
ホ
ー
ム
セ
ン
タ
ー
ヤ
マ
キ
秋
田
卸
町
店
資
材
館

と
共
用

（２）

駐
輪
場
の
位
置
及
び
収
容
台
数

ア
　
変
更
前
　
二
十
台

イ
　
変
更
後
　
二
十
台
　
た
だ
し
、
ホ
ー
ム
セ
ン
タ
ー
ヤ
マ
キ
秋
田
卸
町
店
資
材
館
と
共
用

（３）

廃
棄
物
等
保
管
施
設
の
位
置
及
び
容
量

ア
　
変
更
前
　
百
一
・
七
五
立
方
メ
ー
ト
ル

イ
　
変
更
後
　
五
十
四
・
二
四
立
方
メ
ー
ト
ル
　
た
だ
し
、
ホ
ー
ム
セ
ン
タ
ー
ヤ
マ
キ
秋
田

卸
町
店
資
材
館
と
共
用

（４）

小
売
業
を
行
う
者
の
開
店
時
刻
及
び
閉
店
時
刻

株
式
会
社
ヤ
マ
キ

ア
　
変
更
前
　
開
店
時
刻
　
午
前
九
時

イ
　
変
更
後
　
開
店
時
刻
　
午
前
七
時

（５）

来
客
が
駐
車
場
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯

ア
　
変
更
前
　
午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
九
時
三
十
分
ま
で

イ
　
変
更
後
　
午
前
六
時
三
十
分
か
ら
午
後
九
時
三
十
分
ま
で

（６）

駐
車
場
の
自
動
車
の
出
入
口
の
数
及
び
位
置

ア
　
変
更
前
　
九
か
所

イ
　
変
更
後
　
十
一
か
所

（四）

変
更
す
る
年
月
日

平
成
十
六
年
九
月
二
十
一
日

（五）

変
更
す
る
理
由

消
費
者
の
利
便
性
向
上
の
た
め

二
　
届
出
年
月
日

平
成
十
六
年
一
月
二
十
日

三
　
関
係
書
類
の
縦
覧
場
所
及
び
期
間

（一）

縦
覧
場
所

県
庁
第
二
庁
舎
一
階
　
県
政
情
報
資
料
室

秋
田
市
役
所
　
商
業
観
光
課

（二）

縦
覧
期
間

平
成
十
六
年
一
月
三
十
日
か
ら
同
年
五
月
三
十
一
日
ま
で

四
　
意
見
書
の
提
出
先

秋
田
市
山
王
四
丁
目
一
番
一
号
　
秋
田
県
産
業
経
済
労
働
部
商
工
業
振
興
課

五
　
意
見
書
に
添
付
す
る
書
面
に
記
載
す
べ
き
事
項

（一）

意
見
を
述
べ
る
者
の
氏
名
及
び
住
所

（二）

意
見
の
対
象
と
な
る
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称

（三）

意
見
を
述
べ
る
理
由

秋
田
県
告
示
第
九
十
五
号

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
大

規
模
小
売
店
舗
の
変
更
に
関
す
る
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

五
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
告
し
、
関
係
書
類
を
縦
覧
に
供
す
る
。

な
お
、
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
の
周
辺
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ

い
て
意
見
を
有
す
る
場
合
は
、
同
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
縦
覧
期
間
満
了
の
日
ま
で
に

県
に
対
し
意
見
書
を
提
出
し
、
こ
れ
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。

平
成
十
六
年
一
月
三
十
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
　
届
出
事
項
の
概
要

（一）

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
名
称
及
び
住
所

株
式
会
社
ヤ
マ
キ
　
代
表
取
締
役
　
乾
　
　
　
忠
　
勝

能
代
市
大
町
七
番
二
十
七
号
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（二）

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

ホ
ー
ム
セ
ン
タ
ー
ヤ
マ
キ
湯
沢
店

湯
沢
市
表
町
四
丁
目
三
番
三
十
三
号

（三）

変
更
し
よ
う
と
す
る
事
項

（１）

大
規
模
小
売
店
舗
の
店
舗
面
積
の
合
計

ア
　
変
更
前
　
二
千
四
百
九
十
四
平
方
メ
ー
ト
ル

イ
　
変
更
後
　
二
千
八
百
六
十
四
平
方
メ
ー
ト
ル

（２）

小
売
業
を
行
う
者
の
開
店
時
刻
及
び
閉
店
時
刻

株
式
会
社
ヤ
マ
キ

ア
　
変
更
前
　
開
店
時
刻
　
午
前
九
時

イ
　
変
更
後
　
開
店
時
刻
　
午
前
七
時

（３）

来
客
が
駐
車
場
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯

ア
　
変
更
前
　
午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
九
時
三
十
分
ま
で

イ
　
変
更
後
　
午
前
六
時
三
十
分
か
ら
午
後
九
時
三
十
分
ま
で

（四）

変
更
す
る
年
月
日

平
成
十
六
年
九
月
二
十
一
日

（五）

変
更
す
る
理
由

消
費
者
の
利
便
性
向
上
の
た
め

二
　
届
出
年
月
日

平
成
十
六
年
一
月
二
十
日

三
　
関
係
書
類
の
縦
覧
場
所
及
び
期
間

（一）

縦
覧
場
所

県
庁
第
二
庁
舎
一
階
　
県
政
情
報
資
料
室

湯
沢
市
役
所
　
商
工
観
光
課

（二）

縦
覧
期
間

平
成
十
六
年
一
月
三
十
日
か
ら
同
年
五
月
三
十
一
日
ま
で

四
　
意
見
書
の
提
出
先

秋
田
市
山
王
四
丁
目
一
番
一
号
　
秋
田
県
産
業
経
済
労
働
部
商
工
業
振
興
課

五
　
意
見
書
に
添
付
す
る
書
面
に
記
載
す
べ
き
事
項

（一）

意
見
を
述
べ
る
者
の
氏
名
及
び
住
所

（二）

意
見
の
対
象
と
な
る
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称

（三）

意
見
を
述
べ
る
理
由

秋
田
県
告
示
第
九
十
六
号

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
大

規
模
小
売
店
舗
の
新
設
に
関
す
る
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と

お
り
公
告
し
、
関
係
書
類
を
縦
覧
に
供
す
る
。

な
お
、
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
の
周
辺
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ

い
て
意
見
を
有
す
る
場
合
は
、
同
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
縦
覧
期
間
満
了
の
日
ま
で
に

県
に
対
し
意
見
書
を
提
出
し
、
こ
れ
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。

平
成
十
六
年
一
月
三
十
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
　
届
出
事
項
の
概
要

（一）

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
名
称
及
び
住
所

株
式
会
社
ヤ
マ
キ
　
代
表
取
締
役
　
乾
　
　
　
忠
　
勝

能
代
市
大
町
七
番
二
十
七
号

（二）

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

ホ
ー
ム
セ
ン
タ
ー
ヤ
マ
キ
秋
田
卸
町
店
資
材
館

秋
田
市
卸
町
一
丁
目
九
十
三
番
一
号

（三）

小
売
業
を
行
う
者
の
名
称
及
び
住
所

株
式
会
社
ヤ
マ
キ
　
代
表
取
締
役
　
乾
　
　
　
忠
　
勝

能
代
市
大
町
七
番
二
十
七
号

（四）

大
規
模
小
売
店
舗
の
新
設
を
す
る
日

平
成
十
六
年
九
月
二
十
一
日

（五）

店
舗
面
積
の
合
計

二
千
四
百
四
十
六
平
方
メ
ー
ト
ル

（六）

駐
車
場
の
収
容
台
数

三
百
九
十
五
台
　
た
だ
し
、
ホ
ー
ム
セ
ン
タ
ー
ヤ
マ
キ
秋
田
卸
町
店
と
共
用

（七）

駐
輪
場
の
収
容
台
数

二
十
台
　
た
だ
し
、
ホ
ー
ム
セ
ン
タ
ー
ヤ
マ
キ
秋
田
卸
町
店
と
共
用

（八）

荷
さ
ば
き
施
設
の
面
積

四
十
五
・
一
八
平
方
メ
ー
ト
ル

（九）

廃
棄
物
等
の
保
管
施
設
の
容
量

五
十
四
・
二
四
立
方
メ
ー
ト
ル
　
た
だ
し
、
ホ
ー
ム
セ
ン
タ
ー
ヤ
マ
キ
秋
田
卸
町
店
と
共
用

（十）

小
売
業
を
行
う
者
の
開
店
時
刻
及
び
閉
店
時
刻

ア
　
開
店
時
刻
　
午
前
七
時

イ
　
閉
店
時
刻
　
午
後
九
時

来
客
が
駐
車
場
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯

午
前
六
時
三
十
分
か
ら
午
後
九
時
三
十
分
ま
で

駐
車
場
の
自
動
車
の
出
入
口
の
数

１７

（ ）十一（ ）十二
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二
　
道
路
の
区
域
を
表
示
し
た
図
面
を
縦
覧
す
る
場
所
及
び
期
間

（一）

場
所
　
建
設
交
通
部
道
路
環
境
課

（二）

期
間
　
平
成
十
六
年
一
月
三
十
日
か
ら
同
年
二
月
十
二
日
ま
で

秋
田
県
告
示
第
九
十
八
号

十
一
か
所
　
た
だ
し
、
ホ
ー
ム
セ
ン
タ
ー
ヤ
マ
キ
秋
田
卸
町
店
と
共
用

荷
さ
ば
き
施
設
に
お
い
て
荷
さ
ば
き
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯

午
前
六
時
か
ら
午
後
九
時
ま
で

二
　
届
出
年
月
日

平
成
十
六
年
一
月
二
十
日

三
　
関
係
書
類
の
縦
覧
場
所
及
び
期
間

（一）

縦
覧
場
所

県
庁
第
二
庁
舎
一
階
　
県
政
情
報
資
料
室

秋
田
市
役
所
　
商
業
観
光
課

（二）

縦
覧
期
間

平
成
十
六
年
一
月
三
十
日
か
ら
同
年
五
月
三
十
一
日
ま
で

四
　
意
見
書
の
提
出
先

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
道
路

の
区
域
を
変
更
し
、
供
用
を
開
始
す
る
。

平
成
十
六
年
一
月
三
十
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

秋
田
市
山
王
四
丁
目
一
番
一
号
　
秋
田
県
産
業
経
済
労
働
部
商
工
業
振
興
課

五
　
意
見
書
に
添
付
す
る
書
面
に
記
載
す
べ
き
事
項

（一）

意
見
を
述
べ
る
者
の
氏
名
及
び
住
所

（二）

意
見
の
対
象
と
な
る
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称

（三）

意
見
を
述
べ
る
理
由

秋
田
県
告
示
第
九
十
七
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お

り
道
路
の
区
域
を
変
更
す
る
。

平
成
十
六
年
一
月
三
十
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

１８

（ ）十三
一
　
道
路
の
区
域

道
路
の
種
類

一

般

国

道

路
　
　
線
　
　
名

百
八
号

百
八
号

旧
新
別

旧新

敷
地
の
幅
員
（
メ
ー
ト
ル
）

七
・
五
〇
〜
一
七
・
五
〇

一
六
・
〇
〇
〜
三
七
・
〇
〇

延
長
（
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
）

〇
・
五
五
四

〇
・
五
五
四

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間

雄
勝
郡
雄
勝
町
秋
ノ
宮
字
殿
上
八
番
三
〇
か
ら
八
番
三
二
地
先
ま
で

〃

一
　
道
路
の
区
域
及
び
供
用
開
始
の
区
間

道
路
の
種
類

県

道

路
　
　
線
　
　
名

矢
坂
糠
沢
線

矢
坂
糠
沢
線

旧
新
別

旧新

敷
地
の
幅
員
（
メ
ー
ト
ル
）

五
・
〇
〇
〜
一
五
・
五
〇

五
・
〇
〇
〜
二
〇
・
〇
〇

延
長
（
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
）

〇
・
一
一
二

〇
・
一
一
二

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間

北
秋
田
郡
鷹
巣
町
綴
子
字
塚
ノ
岱
五
三
番
四
地
先
か
ら
字
上
館
ヶ
沢
岱
下
二
〇

番
地
先
ま
で

〃
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二
　
供
用
開
始
の
期
日
　
平
成
十
六
年
一
月
三
十
日

三
　
道
路
の
区
域
及
び
供
用
開
始
の
区
間
を
表
示
し
た
図
面
を
縦
覧
す
る
場
所
及
び
期
間

（一）

場
所
　
建
設
交
通
部
道
路
環
境
課

（二）

期
間
　
平
成
十
六
年
一
月
三
十
日
か
ら
同
年
二
月
十
二
日
ま
で

秋
田
県
告
示
第
百
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お

り
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
。

平
成
十
六
年
一
月
三
十
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
　
供
用
開
始
の
区
間

二
　
供
用
開
始
の
期
日
　
平
成
十
六
年
一
月
三
十
日

三
　
供
用
開
始
の
区
間
を
表
示
し
た
図
面
を
縦
覧
す
る
場
所
及
び
期
間

（一）

場
所
　
建
設
交
通
部
道
路
環
境
課

二
　
供
用
開
始
の
期
日
　
平
成
十
六
年
一
月
三
十
日

三
　
道
路
の
区
域
及
び
供
用
開
始
の
区
間
を
表
示
し
た
図
面
を
縦
覧
す
る
場
所
及
び
期
間

（一）

場
所
　
建
設
交
通
部
道
路
環
境
課

（二）

期
間
　
平
成
十
六
年
一
月
三
十
日
か
ら
同
年
二
月
十
二
日
ま
で

（二）

期
間
　
平
成
十
六
年
一
月
三
十
日
か
ら
同
年
二
月
十
二
日
ま
で

秋
田
県
告
示
第
百
一
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

六
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
都
市
計
画
事
業
の
変
更
の
認
可
の
告
示
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第

六
十
六
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
十
六
年
一
月
三
十
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
　
都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称

平
成
十
二
年
建
設
省
告
示
第
千
六
百
二
十
七
号
秋
田
都
市
計
画
道
路
事
業
一
・
四
・
二
号
秋
田

中
央
道
路
及
び
三
・
一
・
八
号
秋
田
駅
東
中
央
線
を
秋
田
都
市
計
画
道
路
事
業
一
・
四
・
二
号
秋

田
中
央
道
路
、
三
・
一
・
八
号
秋
田
駅
東
中
央
線
及
び
三
・
二
・
一
号
秋
田
駅
八
橋
線
に
変
更
す
る
。

二
　
施
行
者
の
名
称

秋
田
県

三
　
事
務
所
の
所
在
地

（一）

秋
田
市
山
王
四
丁
目
一
番
一
号
　
建
設
交
通
部
都
市
計
画
課

（二）

秋
田
市
手
形
住
吉
町
一
番
九
号
　
秋
田
中
央
道
路
建
設
事
務
所

四
　
事
業
地
の
所
在

収
用
の
部
分
　
平
成
十
二
年
建
設
省
告
示
第
千
六
百
二
十
七
号
の
事
業
地
の
う
ち
、
旭
北
錦
町
、

旭
北
寺
町
地
内
に
お
い
て
事
業
地
を
変
更
す
る
と
と
も
に
、
事
業
地
に
大
町
二
丁
目
及
び
三
丁
目
、

秋
田
県
告
示
第
九
十
九
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
道
路

の
区
域
を
変
更
し
、
供
用
を
開
始
す
る
。

平
成
十
六
年
一
月
三
十
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

１９

一
　
道
路
の
区
域
及
び
供
用
開
始
の
区
間

道
路
の
種
類

県

道

路
　
　
線
　
　
名

矢
坂
糠
沢
線

矢
坂
糠
沢
線

旧
新
別

旧新

敷
地
の
幅
員
（
メ
ー
ト
ル
）

五
・
〇
〇
〜
一
二
・
〇
〇

七
・
五
〇
〜
一
七
・
〇
〇

延
長
（
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
）

〇
・
〇
七
二

〇
・
〇
七
二

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間

北
秋
田
郡
鷹
巣
町
綴
子
字
塚
ノ
岱
二
一
番
地
先
か
ら
一
七
番
地
先
ま
で

北
秋
田
郡
鷹
巣
町
綴
子
字
塚
ノ
岱
二
一
番
か
ら
一
七
番
地
先
ま
で

道
路
の
種
類

県

道

路
　
線
　
名

森
岳
鹿
渡
線

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間

山
本
郡
山
本
町
森
岳
字
街
道
東
六
二
番
一
一
地
先

か
ら
六
五
番
二
地
先
ま
で
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千
秋
明
徳
町
並
び
に
中
通
七
丁
目
地
内
の
事
業
地
を
追
加
す
る
。

使
用
の
部
分
　
平
成
十
二
年
建
設
省
告
示
第
千
六
百
二
十
七
号
の
事
業
地
の
う
ち
、
旭
北
寺
町
、

大
町
二
丁
目
及
び
三
丁
目
、
千
秋
明
徳
町
並
び
中
通
七
丁
目
地
内
に
お
い
て
事
業
地
を
変
更
す
る
。

秋
田
県
告
示
第
百
二
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
平
成
十
五
年

九
月
十
九
日
付
け
指
令
平
建
―
六
百
四
―
二
で
許
可
し
た
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の

で
、
同
法
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
十
六
年
一
月
三
十
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
　
開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

平
鹿
郡
平
鹿
町
浅
舞
字
蒋
沼
二
百
十
二
番
地
の
一

有
限
会
社
　
泉
谷
土
木
　
代
表
取
締
役
　
泉
　
谷
　
富
　
夫

二
　
開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

横
手
市
赤
坂
字
甚
吉
森
六
十
三
番
二
十
二
、
六
十
三
番
二
十
三
、
六
十
九
番
二
、
六
十
九
番
三

秋
田
県
告
示
第
百
三
号

秋
田
県
財
務
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
秋
田
県
規
則
第
四
号
）
第
五
十
七
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
、

証
紙
の
売
り
さ
ば
き
を
廃
止
す
る
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
規
則
第
五
十
九
条
の
規
定
に
基
づ

き
、
告
示
す
る
。

平
成
十
六
年
一
月
三
十
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

売
り
さ
ば
き
を
廃
止
し
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

本
荘
市
出
戸
町
字
尾
崎
十
七
番
地
　
本
荘
市
役
所
職
員
労
働
組
合

秋
田
県
告
示
第
百
四
号

秋
田
県
証
紙
条
例
（
昭
和
三
十
九
年
秋
田
県
条
例
第
三
十
五
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
と
お
り
証
紙
の
売
り
さ
ば
き
人
を
指
定
し
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
告
示
す

る
。

平
成
十
六
年
一
月
三
十
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

特
定
調
達
契
約
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
一
般
競
争
入
札
を
行
う
の
で
、
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭

和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
公
告
す
る
。

平
成
十
六
年
一
月
三
十
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
　
入
札
に
付
す
る
事
項

（一）

購
入
物
品
の
名
称
及
び
予
定
数
量

一
種
一
号
重
油
（
特
Ａ
重
油
）

百
四
万
リ
ッ
ト
ル

（二）

購
入
物
品
の
仕
様
等

入
札
説
明
書
及
び
仕
様
書
に
よ
る
。

（三）

納
入
期
間

平
成
十
六
年
四
月
一
日
（
木
）
か
ら
平
成
十
七
年
三
月
三
十
一
日
（
水
）
ま
で

（四）

納
入
場
所

秋
田
県
立
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
・
精
神
医
療
セ
ン
タ
ー

二
　
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格

（一）

地
方
自
治
法
施
行
令
第
百
六
十
七
条
の
四
の
規
定
に
該
当
し
な
い
こ
と
。

（二）

当
該
調
達
契
約
に
係
る
入
札
説
明
書
の
交
付
を
受
け
て
い
る
こ
と
。

三
　
契
約
条
項
を
示
す
場
所
等

（一）

契
約
条
項
を
示
す
場
所
、
入
札
説
明
書
及
び
仕
様
書
の
交
付
場
所
並
び
に
問
い
合
わ
せ
先

郵
便
番
号
〇
一
九
―
二
四
一
三
　
仙
北
郡
協
和
町
上
淀
川
字
五
百
刈
田
三
百
五
十
二
番
地

秋
田
県
立
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
・
精
神
医
療
セ
ン
タ
ー
事
務
部
総
務
管
理
班
（
電
話
〇
一

八
―
八
九
二
―
三
七
五
一
）

（二）

入
札
説
明
書
及
び
仕
様
書
の
交
付
方
法

秋
田
県
の
休
日
を
定
め
る
条
例
（
平
成
元
年
秋
田
県
条
例
第
二
十
九
号
）
第
一
条
第
一
項
に

規
定
す
る
県
の
休
日
を
除
き
、
平
成
十
六
年
二
月
二
日
（
月
）
か
ら
同
年
三
月
五
日
（
金
）
ま

で
の
期
間
、
随
時
交
付
す
る
。

四
　
入
札
執
行
の
日
時
及
び
場
所

平
成
十
六
年
三
月
十
七
日
（
水
）
午
後
一
時
三
十
分

秋
田
県
立
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
・
精
神
医
療
セ
ン
タ
ー
講
堂

五
　
入
札
保
証
金

秋
田
県
財
務
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
秋
田
県
規
則
第
四
号
）
第
百
六
十
条
か
ら
第
百
六
十
三
条

２０

証
紙
売
り
さ
ば
き
人
の

住

所

及

び

氏

名

本
荘
市
油
小
路
十
一
番
地

堀
　
江
　
　
　
浩

売
り
さ
ば
き
場
所

本
荘
市
出
戸
町
字
尾
崎
十
七

番
地

指

定

年

月

日

平
成
十
六
年
一
月
二
十
一
日

証
紙
売
り
さ
ば
き
人
の

住

所

及

び

氏

名

本
荘
市
油
小
路
十
一
番
地

堀
　
江
　
　
　
浩

売
り
さ
ば
き
場
所

本
荘
市
出
戸
町
字
尾
崎
十
七

番
地

指

定

年

月

日

平
成
十
六
年
一
月
二
十
一
日

公
　
　
　
　
　
　
告
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ま
で
に
規
定
す
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

六
　
そ
の
他

（一）

契
約
手
続
に
お
い
て
使
用
す
る
言
語
及
び
通
貨

日
本
語
及
び
日
本
国
通
貨

（二）

入
札
の
方
法

入
札
金
額
は
、
一
リ
ッ
ト
ル
当
た
り
の
単
価
と
す
る
。

落
札
決
定
に
当
た
っ
て
は
、
入
札
書
に
記
載
さ
れ
た
金
額
に
当
該
金
額
の
百
分
の
五
に
相
当

す
る
額
を
加
算
し
た
金
額
（
当
該
金
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
小
数
点
以
下
第

四
位
ま
で
の
金
額
）
を
も
っ
て
落
札
価
格
と
す
る
の
で
、
入
札
者
は
、
消
費
税
及
び
地
方
消
費

税
に
係
る
課
税
事
業
者
で
あ
る
か
免
税
事
業
者
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
、
見
積
も
っ
た
契
約
希
望

金
額
の
百
五
分
の
百
に
相
当
す
る
金
額
を
入
札
書
に
記
載
す
る
こ
と
。

（三）

入
札
の
無
効

秋
田
県
財
務
規
則
第
百
六
十
六
条
に
規
定
す
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（四）

落
札
者
の
決
定
方
法

予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
で
最
低
の
価
格
を
も
っ
て
有
効
な
入
札
を
し
た
者
を
落
札
者
と

す
る
。
た
だ
し
、
落
札
と
な
る
べ
き
同
価
の
入
札
を
し
た
者
が
二
人
以
上
あ
る
と
き
は
、
く
じ

に
よ
り
決
定
す
る
。

（五）

契
約
書
作
成
の
要
否
　
要

（六）

そ
の
他

詳
細
は
、
入
札
説
明
書
に
よ
る
。

七
　
概
要

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
定
非

営
利
活
動
法
人
を
設
立
し
よ
う
と
す
る
者
か
ら
次
の
と
お
り
設
立
の
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、

同
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
告
す
る
。

平
成
十
六
年
一
月
三
十
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
　
申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
十
六
年
一
月
十
三
日

二
　
申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
　
あ
き
た
Ｎ
Ｐ
Ｏ
コ
ア
セ
ン
タ
ー

三
　
代
表
者
の
氏
名

小
　
西
　
知
　
子

四
　
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

秋
田
市
泉
中
央
四
丁
目
十
二
番
三
号

五
　
定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
分
野
の
市
民
活
動
を
行
う
個
人
ま
た
は
団
体
と
と
も
に
、
地
域
の

ニ
ー
ズ
に
応
え
る
事
業
展
開
を
図
る
こ
と
を
目
的
に
、
自
ら
も
エ
ン
パ
ワ
ー
メ
ン
ト
の
確
立
の
た

め
市
民
活
動
に
共
感
す
る
個
人
ま
た
は
諸
団
体
と
協
働
し
、
市
民
力
を
結
集
で
き
る
事
業
を
行
い

社
会
に
貢
献
す
る
。

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
四
十
八
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る

同
法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
仙
北
郡
高
梨
土
地
改
良
区
か
ら
な
さ
れ
た
新
た
な
土
地
改
良

事
業
の
施
行
に
係
る
申
請
を
適
当
と
決
定
し
た
の
で
、
同
法
第
四
十
八
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す

る
同
法
第
八
条
第
六
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
告
し
、
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
六
年
一
月
三
十
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
　
縦
覧
に
供
す
べ
き
書
類
の
名
称
　
土
地
改
良
事
業
（
橋
本
２
地
区
農
地
等
高
度
利
用
促
進
事
業

（
農
地
維
持
保
全
型
）
）
計
画
書
及
び
定
款
の
写
し

二
　
縦
覧
期
間
　
平
成
十
六
年
二
月
二
日
か
ら
同
年
三
月
一
日
ま
で

三
　
縦
覧
場
所
　
仙
北
町
役
場

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
九
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

五
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
仙
北
郡
西
仙
北
町
北
野
目
字
北
野
目
三
十
六
番
地
北
野
目
地
区

土
地
改
良
事
業
共
同
施
行
代
表
者
佐
々
木
英
雄
か
ら
平
成
十
六
年
一
月
二
十
三
日
土
地
改
良
事
業

（
北
野
目
地
区
開
田
事
業
）
に
係
る
換
地
処
分
を
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
九
十
六

条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
十
四
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
告
す
る
。

平
成
十
六
年
一
月
三
十
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

物
品
調
達
契
約
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
一
般
競
争
入
札
を
行
う
の
で
、
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭

和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
告
す
る
。

２１

Sum
m
ary

１
　
N
ature

and
quantity

of
products

to
be
purchased：

A
rticle：

C
lass

A

H
eavy

oil
Q
uantity：

approx
1
，
0
4
0
，
0
0
0
l

２
　
T
im
e-lim

it
of
tender：

１
:3
0
Ｐ
.M
.
1
7
M
arch，

2
0
0
4

３
　
C
ontact

point
for

the
notice：

G
eneral

A
ffairs

D
ivision，

A
kita

P
refectural

R
ehabilitation

and
P
sychiatric

C
enter，

3
5
2
K
am
iyodogaw

a
aza-G

ohyakukarita，

K
yow
a
T
ow
n，
Senbokugun，

A
kita

P
refecture

0
1
9
-2
4
1
3
，
Japan

T
E
L
0
1
8
-

8
9
2
-3
7
5
1
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平
成
十
六
年
一
月
三
十
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城

一
　
入
札
に
付
す
る
事
項

（一）

購
入
物
品
名
及
び
数
量

サ
ー
バ
ー
　
一
式

（二）

購
入
物
品
の
仕
様
等

入
札
説
明
書
及
び
仕
様
書
に
よ
る
。

（三）

納
入
期
限

平
成
十
六
年
三
月
三
十
日
（
火
）

（四）

納
入
場
所

秋
田
県
立
横
手
清
陵
学
院

二
　
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格

（一）

地
方
自
治
法
施
行
令
第
百
六
十
七
条
の
四
の
規
定
に
該
当
し
な
い
こ
と
。

（二）

秋
田
県
が
発
注
す
る
物
品
の
買
入
れ
等
の
競
争
入
札
に
参
加
す
る
資
格
を
有
す
る
こ
と
。

（三）

当
該
調
達
契
約
に
係
る
入
札
説
明
書
の
交
付
を
受
け
て
い
る
こ
と
。

三
　
契
約
条
項
を
示
す
場
所
等

（一）

契
約
条
項
を
示
す
場
所
、
入
札
説
明
書
及
び
仕
様
書
の
交
付
場
所
並
び
に
問
い
合
わ
せ
先

郵
便
番
号
〇
一
〇
―
八
五
七
〇
　
秋
田
市
山
王
四
丁
目
一
番
一
号

秋
田
県
出
納
局
管
財
課
契
約
班
（
電
話
〇
一
八
―
八
六
〇
―
二
七
三
八
）

（二）

入
札
説
明
書
及
び
仕
様
書
の
交
付
方
法

秋
田
県
の
休
日
を
定
め
る
条
例
（
平
成
元
年
秋
田
県
条
例
第
二
十
九
号
）
第
一
条
第
一
項
に

規
定
す
る
県
の
休
日
を
除
き
、
平
成
十
六
年
一
月
三
十
日
（
金
）
か
ら
同
年
二
月
九
日
（
月
）

ま
で
の
期
間
、
随
時
交
付
す
る
。

四
　
入
札
執
行
の
日
時
及
び
場
所

平
成
十
六
年
二
月
十
六
日
（
月
）
午
前
十
一
時
四
十
分

秋
田
県
庁
地
下
一
階
管
財
課
入
札
室

五
　
入
札
保
証
金

秋
田
県
財
務
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
秋
田
県
規
則
第
四
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
百

六
十
条
か
ら
第
百
六
十
三
条
ま
で
に
規
定
す
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

六
　
そ
の
他

（一）

入
札
の
方
法

落
札
決
定
に
当
た
っ
て
は
、
入
札
書
に
記
載
さ
れ
た
金
額
に
当
該
金
額
の
百
分
の
五
に
相
当

す
る
額
を
加
算
し
た
金
額
（
当
該
金
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
金
額

を
切
り
捨
て
た
金
額
）
を
も
っ
て
落
札
価
格
と
す
る
の
で
、
入
札
者
は
、
消
費
税
及
び
地
方
消

費
税
に
係
る
課
税
事
業
者
で
あ
る
か
免
税
事
業
者
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
、
見
積
も
っ
た
契
約
希

望
金
額
の
百
五
分
の
百
に
相
当
す
る
金
額
を
入
札
書
に
記
載
す
る
こ
と
。

（二）

入
札
の
無
効

規
則
第
百
六
十
六
条
に
規
定
す
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（三）

落
札
者
の
決
定
方
法

予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
で
最
低
の
価
格
を
も
っ
て
有
効
な
入
札
を
し
た
者
を
落
札
者
と

す
る
。
た
だ
し
、
落
札
と
な
る
べ
き
同
価
の
入
札
を
し
た
者
が
二
人
以
上
あ
る
と
き
は
、
く
じ

に
よ
り
決
定
す
る
。

（四）

提
出
書
類
等

入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
別
に
定
め
る
期
日
ま
で
に
、
入
札
説
明
書
及
び
仕
様
書

に
記
載
さ
れ
た
必
要
書
類
等
を
提
出
す
る
こ
と
。

（五）

そ
の
他

詳
細
は
、
入
札
説
明
書
に
よ
る
。

物
品
調
達
契
約
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
一
般
競
争
入
札
を
行
う
の
で
、
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭

和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
告
す
る
。

平
成
十
六
年
一
月
三
十
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城

一
　
入
札
に
付
す
る
事
項

（一）

購
入
物
品
名
及
び
数
量

ト
レ
ー
ニ
ン
グ
機
器
　
七
台

（二）

購
入
物
品
の
仕
様
等

入
札
説
明
書
及
び
仕
様
書
に
よ
る
。

（三）

納
入
期
限

平
成
十
六
年
三
月
二
十
九
日
（
月
）

（四）

納
入
場
所

秋
田
県
立
武
道
館

二
　
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格

（一）

地
方
自
治
法
施
行
令
第
百
六
十
七
条
の
四
の
規
定
に
該
当
し
な
い
こ
と
。

（二）

秋
田
県
が
発
注
す
る
物
品
の
買
入
れ
等
の
競
争
入
札
に
参
加
す
る
資
格
を
有
す
る
こ
と
。

（三）

当
該
調
達
契
約
に
係
る
入
札
説
明
書
の
交
付
を
受
け
て
い
る
こ
と
。

三
　
契
約
条
項
を
示
す
場
所
等

（一）

契
約
条
項
を
示
す
場
所
、
入
札
説
明
書
及
び
仕
様
書
の
交
付
場
所
並
び
に
問
い
合
わ
せ
先

郵
便
番
号
〇
一
〇
―
八
五
七
〇
　
秋
田
市
山
王
四
丁
目
一
番
一
号

秋
田
県
出
納
局
管
財
課
契
約
班
（
電
話
〇
一
八
―
八
六
〇
―
二
七
三
八
）

（二）

入
札
説
明
書
及
び
仕
様
書
の
交
付
方
法

２２
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秋
田
県
の
休
日
を
定
め
る
条
例
（
平
成
元
年
秋
田
県
条
例
第
二
十
九
号
）
第
一
条
第
一
項
に

規
定
す
る
県
の
休
日
を
除
き
、
平
成
十
六
年
一
月
三
十
日
（
金
）
か
ら
同
年
二
月
九
日
（
月
）

ま
で
の
期
間
、
随
時
交
付
す
る
。

四
　
入
札
執
行
の
日
時
及
び
場
所

平
成
十
六
年
二
月
十
三
日
（
金
）
午
前
十
一
時

秋
田
県
庁
地
下
一
階
管
財
課
入
札
室

五
　
入
札
保
証
金

秋
田
県
財
務
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
秋
田
県
規
則
第
四
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
百

六
十
条
か
ら
第
百
六
十
三
条
ま
で
に
規
定
す
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

六
　
そ
の
他

（一）

入
札
の
方
法

落
札
決
定
に
当
た
っ
て
は
、
入
札
書
に
記
載
さ
れ
た
金
額
に
当
該
金
額
の
百
分
の
五
に
相
当

す
る
額
を
加
算
し
た
金
額
（
当
該
金
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
金
額

を
切
り
捨
て
た
金
額
）
を
も
っ
て
落
札
価
格
と
す
る
の
で
、
入
札
者
は
、
消
費
税
及
び
地
方
消

費
税
に
係
る
課
税
事
業
者
で
あ
る
か
免
税
事
業
者
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
、
見
積
も
っ
た
契
約
希

望
金
額
の
百
五
分
の
百
に
相
当
す
る
金
額
を
入
札
書
に
記
載
す
る
こ
と
。

（二）

入
札
の
無
効

規
則
第
百
六
十
六
条
に
規
定
す
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（三）

落
札
者
の
決
定
方
法

予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
で
最
低
の
価
格
を
も
っ
て
有
効
な
入
札
を
し
た
者
を
落
札
者
と

す
る
。
た
だ
し
、
落
札
と
な
る
べ
き
同
価
の
入
札
を
し
た
者
が
二
人
以
上
あ
る
と
き
は
、
く
じ

に
よ
り
決
定
す
る
。

（四）

提
出
書
類
等

入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
別
に
定
め
る
期
日
ま
で
に
、
入
札
説
明
書
及
び
仕
様
書

に
記
載
さ
れ
た
必
要
書
類
等
を
提
出
す
る
こ
と
。

（五）

そ
の
他

詳
細
は
、
入
札
説
明
書
に
よ
る
。

物
品
調
達
契
約
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
一
般
競
争
入
札
を
行
う
の
で
、
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭

和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
告
す
る
。

平
成
十
六
年
一
月
三
十
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城

一
　
入
札
に
付
す
る
事
項

（一）

購
入
物
品
名
及
び
数
量

ト
レ
ー
ニ
ン
グ
機
器
　
六
台

（二）

購
入
物
品
の
仕
様
等

入
札
説
明
書
及
び
仕
様
書
に
よ
る
。

（三）

納
入
期
限

平
成
十
六
年
三
月
二
十
九
日
（
月
）

（四）

納
入
場
所

秋
田
県
立
武
道
館

二
　
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格

（一）

地
方
自
治
法
施
行
令
第
百
六
十
七
条
の
四
の
規
定
に
該
当
し
な
い
こ
と
。

（二）

秋
田
県
が
発
注
す
る
物
品
の
買
入
れ
等
の
競
争
入
札
に
参
加
す
る
資
格
を
有
す
る
こ
と
。

（三）

当
該
調
達
契
約
に
係
る
入
札
説
明
書
の
交
付
を
受
け
て
い
る
こ
と
。

三
　
契
約
条
項
を
示
す
場
所
等

（一）

契
約
条
項
を
示
す
場
所
、
入
札
説
明
書
及
び
仕
様
書
の
交
付
場
所
並
び
に
問
い
合
わ
せ
先

郵
便
番
号
〇
一
〇
―
八
五
七
〇
　
秋
田
市
山
王
四
丁
目
一
番
一
号

秋
田
県
出
納
局
管
財
課
契
約
班
（
電
話
〇
一
八
―
八
六
〇
―
二
七
三
八
）

（二）

入
札
説
明
書
及
び
仕
様
書
の
交
付
方
法

秋
田
県
の
休
日
を
定
め
る
条
例
（
平
成
元
年
秋
田
県
条
例
第
二
十
九
号
）
第
一
条
第
一
項
に

規
定
す
る
県
の
休
日
を
除
き
、
平
成
十
六
年
一
月
三
十
日
（
金
）
か
ら
同
年
二
月
九
日
（
月
）

ま
で
の
期
間
、
随
時
交
付
す
る
。

四
　
入
札
執
行
の
日
時
及
び
場
所

平
成
十
六
年
二
月
十
三
日
（
金
）
午
前
十
一
時
二
十
分

秋
田
県
庁
地
下
一
階
管
財
課
入
札
室

五
　
入
札
保
証
金

秋
田
県
財
務
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
秋
田
県
規
則
第
四
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
百

六
十
条
か
ら
第
百
六
十
三
条
ま
で
に
規
定
す
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

六
　
そ
の
他

（一）

入
札
の
方
法

落
札
決
定
に
当
た
っ
て
は
、
入
札
書
に
記
載
さ
れ
た
金
額
に
当
該
金
額
の
百
分
の
五
に
相
当

す
る
額
を
加
算
し
た
金
額
（
当
該
金
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
金
額

を
切
り
捨
て
た
金
額
）
を
も
っ
て
落
札
価
格
と
す
る
の
で
、
入
札
者
は
、
消
費
税
及
び
地
方
消

費
税
に
係
る
課
税
事
業
者
で
あ
る
か
免
税
事
業
者
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
、
見
積
も
っ
た
契
約
希

望
金
額
の
百
五
分
の
百
に
相
当
す
る
金
額
を
入
札
書
に
記
載
す
る
こ
と
。

（二）

入
札
の
無
効

規
則
第
百
六
十
六
条
に
規
定
す
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（三）

落
札
者
の
決
定
方
法

予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
で
最
低
の
価
格
を
も
っ
て
有
効
な
入
札
を
し
た
者
を
落
札
者
と

２３
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す
る
。
た
だ
し
、
落
札
と
な
る
べ
き
同
価
の
入
札
を
し
た
者
が
二
人
以
上
あ
る
と
き
は
、
く
じ

に
よ
り
決
定
す
る
。

（四）

提
出
書
類
等

入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
別
に
定
め
る
期
日
ま
で
に
、
入
札
説
明
書
及
び
仕
様
書

に
記
載
さ
れ
た
必
要
書
類
等
を
提
出
す
る
こ
と
。

（五）

そ
の
他

詳
細
は
、
入
札
説
明
書
に
よ
る
。

物
品
調
達
契
約
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
一
般
競
争
入
札
を
行
う
の
で
、
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭

和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
告
す
る
。

平
成
十
六
年
一
月
三
十
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城

一
　
入
札
に
付
す
る
事
項

（一）

購
入
物
品
名
及
び
数
量

Ｍ
Ｄ
プ
レ
ー
ヤ
ー
　
百
個

（二）

購
入
物
品
の
仕
様
等

入
札
説
明
書
及
び
仕
様
書
に
よ
る
。

（三）

納
入
期
限

平
成
十
六
年
三
月
十
六
日
（
火
）

（四）

納
入
場
所

国
際
教
養
大
学

二
　
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格

（一）

地
方
自
治
法
施
行
令
第
百
六
十
七
条
の
四
の
規
定
に
該
当
し
な
い
こ
と
。

（二）

秋
田
県
が
発
注
す
る
物
品
の
買
入
れ
等
の
競
争
入
札
に
参
加
す
る
資
格
を
有
す
る
こ
と
。

（三）

当
該
調
達
契
約
に
係
る
入
札
説
明
書
の
交
付
を
受
け
て
い
る
こ
と
。

三
　
契
約
条
項
を
示
す
場
所
等

（一）

契
約
条
項
を
示
す
場
所
、
入
札
説
明
書
及
び
仕
様
書
の
交
付
場
所
並
び
に
問
い
合
わ
せ
先

郵
便
番
号
〇
一
〇
―
八
五
七
〇
　
秋
田
市
山
王
四
丁
目
一
番
一
号

秋
田
県
出
納
局
管
財
課
契
約
班
（
電
話
〇
一
八
―
八
六
〇
―
二
七
三
八
）

（二）

入
札
説
明
書
及
び
仕
様
書
の
交
付
方
法

秋
田
県
の
休
日
を
定
め
る
条
例
（
平
成
元
年
秋
田
県
条
例
第
二
十
九
号
）
第
一
条
第
一
項
に

規
定
す
る
県
の
休
日
を
除
き
、
平
成
十
六
年
一
月
三
十
日
（
金
）
か
ら
二
月
九
日
（
月
）
ま
で

の
期
間
、
随
時
交
付
す
る
。

四
　
入
札
執
行
の
日
時
及
び
場
所

平
成
十
六
年
二
月
十
七
日
（
火
）
午
後
一
時
三
十
分

秋
田
県
庁
地
下
一
階
管
財
課
入
札
室

五
　
入
札
保
証
金

秋
田
県
財
務
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
秋
田
県
規
則
第
四
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
百

六
十
条
か
ら
第
百
六
十
三
条
ま
で
に
規
定
す
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

六
　
そ
の
他

（一）

入
札
の
方
法

落
札
決
定
に
当
た
っ
て
は
、
入
札
書
に
記
載
さ
れ
た
金
額
に
当
該
金
額
の
百
分
の
五
に
相
当

す
る
額
を
加
算
し
た
金
額
（
当
該
金
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
金
額

を
切
り
捨
て
た
金
額
）
を
も
っ
て
落
札
価
格
と
す
る
の
で
、
入
札
者
は
、
消
費
税
及
び
地
方
消

費
税
に
係
る
課
税
事
業
者
で
あ
る
か
免
税
事
業
者
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
、
見
積
も
っ
た
契
約
希

望
金
額
の
百
五
分
の
百
に
相
当
す
る
金
額
を
入
札
書
に
記
載
す
る
こ
と
。

（二）

入
札
の
無
効

規
則
第
百
六
十
六
条
に
規
定
す
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（三）

落
札
者
の
決
定
方
法

予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
で
最
低
の
価
格
を
も
っ
て
有
効
な
入
札
を
し
た
者
を
落
札
者
と

す
る
。
た
だ
し
、
落
札
と
な
る
べ
き
同
価
の
入
札
を
し
た
者
が
二
人
以
上
あ
る
と
き
は
、
く
じ

に
よ
り
決
定
す
る
。

（四）

提
出
書
類
等

入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
別
に
定
め
る
期
日
ま
で
に
、
入
札
説
明
書
及
び
仕
様
書

に
記
載
さ
れ
た
必
要
書
類
等
を
提
出
す
る
こ
と
。

（五）

そ
の
他

詳
細
は
、
入
札
説
明
書
に
よ
る
。

物
品
調
達
契
約
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
一
般
競
争
入
札
を
行
う
の
で
、
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭

和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
告
す
る
。

平
成
十
六
年
一
月
三
十
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城

一
　
入
札
に
付
す
る
事
項

（一）

購
入
物
品
名
及
び
数
量

Ｃ
Ｄ
、
Ｍ
Ｄ
、
Ｃ
Ｔ
Ａ
Ｐ
Ｅ
再
生
録
音
機
　
百
個

（二）

購
入
物
品
の
仕
様
等

入
札
説
明
書
及
び
仕
様
書
に
よ
る
。

（三）

納
入
期
限

平
成
十
六
年
三
月
十
六
日
（
火
）

（四）

納
入
場
所

２４
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国
際
教
養
大
学

二
　
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格

（一）

地
方
自
治
法
施
行
令
第
百
六
十
七
条
の
四
の
規
定
に
該
当
し
な
い
こ
と
。

（二）

秋
田
県
が
発
注
す
る
物
品
の
買
入
れ
等
の
競
争
入
札
に
参
加
す
る
資
格
を
有
す
る
こ
と
。

（三）

当
該
調
達
契
約
に
係
る
入
札
説
明
書
の
交
付
を
受
け
て
い
る
こ
と
。

三
　
契
約
条
項
を
示
す
場
所
等

（一）

契
約
条
項
を
示
す
場
所
、
入
札
説
明
書
及
び
仕
様
書
の
交
付
場
所
並
び
に
問
い
合
わ
せ
先

郵
便
番
号
〇
一
〇
―
八
五
七
〇
　
秋
田
市
山
王
四
丁
目
一
番
一
号

秋
田
県
出
納
局
管
財
課
契
約
班
（
電
話
〇
一
八
―
八
六
〇
―
二
七
三
八
）

（二）

入
札
説
明
書
及
び
仕
様
書
の
交
付
方
法

秋
田
県
の
休
日
を
定
め
る
条
例
（
平
成
元
年
秋
田
県
条
例
第
二
十
九
号
）
第
一
条
第
一
項
に

規
定
す
る
県
の
休
日
を
除
き
、
平
成
十
六
年
一
月
三
十
日
（
金
）
か
ら
二
月
九
日
（
月
）
ま
で

の
期
間
、
随
時
交
付
す
る
。

四
　
入
札
執
行
の
日
時
及
び
場
所

平
成
十
六
年
二
月
十
七
日
（
火
）
午
後
一
時
四
十
五
分

秋
田
県
庁
地
下
一
階
管
財
課
入
札
室

五
　
入
札
保
証
金

秋
田
県
財
務
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
秋
田
県
規
則
第
四
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
百

六
十
条
か
ら
第
百
六
十
三
条
ま
で
に
規
定
す
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

六
　
そ
の
他

（一）

入
札
の
方
法

落
札
決
定
に
当
た
っ
て
は
、
入
札
書
に
記
載
さ
れ
た
金
額
に
当
該
金
額
の
百
分
の
五
に
相
当

す
る
額
を
加
算
し
た
金
額
（
当
該
金
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
金
額

を
切
り
捨
て
た
金
額
）
を
も
っ
て
落
札
価
格
と
す
る
の
で
、
入
札
者
は
、
消
費
税
及
び
地
方
消

費
税
に
係
る
課
税
事
業
者
で
あ
る
か
免
税
事
業
者
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
、
見
積
も
っ
た
契
約
希

望
金
額
の
百
五
分
の
百
に
相
当
す
る
金
額
を
入
札
書
に
記
載
す
る
こ
と
。

（二）

入
札
の
無
効

規
則
第
百
六
十
六
条
に
規
定
す
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（三）

落
札
者
の
決
定
方
法

予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
で
最
低
の
価
格
を
も
っ
て
有
効
な
入
札
を
し
た
者
を
落
札
者
と

す
る
。
た
だ
し
、
落
札
と
な
る
べ
き
同
価
の
入
札
を
し
た
者
が
二
人
以
上
あ
る
と
き
は
、
く
じ

に
よ
り
決
定
す
る
。

（四）

提
出
書
類
等

入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
別
に
定
め
る
期
日
ま
で
に
、
入
札
説
明
書
及
び
仕
様
書

に
記
載
さ
れ
た
必
要
書
類
等
を
提
出
す
る
こ
と
。

（五）

そ
の
他

詳
細
は
、
入
札
説
明
書
に
よ
る
。

物
品
調
達
契
約
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
一
般
競
争
入
札
を
行
う
の
で
、
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭

和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
告
す
る
。

平
成
十
六
年
一
月
三
十
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城

一
　
入
札
に
付
す
る
事
項

（一）

購
入
物
品
名
及
び
数
量

一
酸
化
炭
素
自
動
測
定
器
　
一
台

（二）

購
入
物
品
の
仕
様
等

入
札
説
明
書
及
び
仕
様
書
に
よ
る
。

（三）

納
入
期
限

平
成
十
六
年
三
月
二
十
六
日
（
金
）

（四）

納
入
場
所

秋
田
県
環
境
セ
ン
タ
ー
　
大
気
測
定
局
舎
大
館
自
排
局

二
　
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格

（一）

地
方
自
治
法
施
行
令
第
百
六
十
七
条
の
四
の
規
定
に
該
当
し
な
い
こ
と
。

（二）

秋
田
県
が
発
注
す
る
物
品
の
買
入
れ
等
の
競
争
入
札
に
参
加
す
る
資
格
を
有
す
る
こ
と
。

（三）

当
該
調
達
契
約
に
係
る
入
札
説
明
書
の
交
付
を
受
け
て
い
る
こ
と
。

三
　
契
約
条
項
を
示
す
場
所
等

（一）

契
約
条
項
を
示
す
場
所
、
入
札
説
明
書
及
び
仕
様
書
の
交
付
場
所
並
び
に
問
い
合
わ
せ
先

郵
便
番
号
〇
一
〇
―
八
五
七
〇
　
秋
田
市
山
王
四
丁
目
一
番
一
号

秋
田
県
出
納
局
管
財
課
契
約
班
（
電
話
〇
一
八
―
八
六
〇
―
二
七
三
八
）

（二）

入
札
説
明
書
及
び
仕
様
書
の
交
付
方
法

秋
田
県
の
休
日
を
定
め
る
条
例
（
平
成
元
年
秋
田
県
条
例
第
二
十
九
号
）
第
一
条
第
一
項
に

規
定
す
る
県
の
休
日
を
除
き
、
平
成
十
六
年
一
月
三
十
日
（
金
）
か
ら
同
年
二
月
九
日
（
月
）

ま
で
の
期
間
、
随
時
交
付
す
る
。

四
　
入
札
執
行
の
日
時
及
び
場
所

平
成
十
六
年
二
月
十
七
日
（
火
）
午
後
二
時

秋
田
県
庁
地
下
一
階
管
財
課
入
札
室

五
　
入
札
保
証
金

秋
田
県
財
務
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
秋
田
県
規
則
第
四
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
百

六
十
条
か
ら
第
百
六
十
三
条
ま
で
に
規
定
す
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

六
　
そ
の
他
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（一）

入
札
の
方
法

落
札
決
定
に
当
た
っ
て
は
、
入
札
書
に
記
載
さ
れ
た
金
額
に
当
該
金
額
の
百
分
の
五
に
相
当

す
る
額
を
加
算
し
た
金
額
（
当
該
金
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
金
額

を
切
り
捨
て
た
金
額
）
を
も
っ
て
落
札
価
格
と
す
る
の
で
、
入
札
者
は
、
消
費
税
及
び
地
方
消

費
税
に
係
る
課
税
事
業
者
で
あ
る
か
免
税
事
業
者
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
、
見
積
も
っ
た
契
約
希

望
金
額
の
百
五
分
の
百
に
相
当
す
る
金
額
を
入
札
書
に
記
載
す
る
こ
と
。

（二）

入
札
の
無
効

規
則
第
百
六
十
六
条
に
規
定
す
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（三）

落
札
者
の
決
定
方
法

予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
で
最
低
の
価
格
を
も
っ
て
有
効
な
入
札
を
し
た
者
を
落
札
者
と

す
る
。
た
だ
し
、
落
札
と
な
る
べ
き
同
価
の
入
札
を
し
た
者
が
二
人
以
上
あ
る
と
き
は
、
く
じ

に
よ
り
決
定
す
る
。

（四）

提
出
書
類
等

入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
別
に
定
め
る
期
日
ま
で
に
、
入
札
説
明
書
及
び
仕
様
書

に
記
載
さ
れ
た
必
要
書
類
等
を
提
出
す
る
こ
と
。

（五）

そ
の
他

詳
細
は
、
入
札
説
明
書
に
よ
る
。

物
品
調
達
契
約
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
一
般
競
争
入
札
を
行
う
の
で
、
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭

和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
告
す
る
。

平
成
十
六
年
一
月
三
十
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城

一
　
入
札
に
付
す
る
事
項

（一）

購
入
物
品
名
及
び
数
量

超
低
温
フ
リ
ー
ザ
ー
　
一
台

（二）

購
入
物
品
の
仕
様
等

入
札
説
明
書
及
び
仕
様
書
に
よ
る
。

（三）

納
入
期
限

平
成
十
六
年
三
月
三
十
日
（
火
）

（四）

納
入
場
所

秋
田
県
衛
生
科
学
研
究
所

二
　
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格

（一）

地
方
自
治
法
施
行
令
第
百
六
十
七
条
の
四
の
規
定
に
該
当
し
な
い
こ
と
。

（二）

秋
田
県
が
発
注
す
る
物
品
の
買
入
れ
等
の
競
争
入
札
に
参
加
す
る
資
格
を
有
す
る
こ
と
。

（三）

当
該
調
達
契
約
に
係
る
入
札
説
明
書
の
交
付
を
受
け
て
い
る
こ
と
。

三
　
契
約
条
項
を
示
す
場
所
等

（一）

契
約
条
項
を
示
す
場
所
、
入
札
説
明
書
及
び
仕
様
書
の
交
付
場
所
並
び
に
問
い
合
わ
せ
先

郵
便
番
号
〇
一
〇
―
八
五
七
〇
　
秋
田
市
山
王
四
丁
目
一
番
一
号

秋
田
県
出
納
局
管
財
課
契
約
班
（
電
話
〇
一
八
―
八
六
〇
―
二
七
三
八
）

（二）

入
札
説
明
書
及
び
仕
様
書
の
交
付
方
法

秋
田
県
の
休
日
を
定
め
る
条
例
（
平
成
元
年
秋
田
県
条
例
第
二
十
九
号
）
第
一
条
第
一
項
に

規
定
す
る
県
の
休
日
を
除
き
、
平
成
十
六
年
一
月
三
十
日
（
金
）
か
ら
二
月
九
日
（
月
）
ま
で

の
期
間
、
随
時
交
付
す
る
。

四
　
入
札
執
行
の
日
時
及
び
場
所

平
成
十
六
年
二
月
十
七
日
（
火
）
午
後
二
時
十
五
分

秋
田
県
庁
地
下
一
階
管
財
課
入
札
室

五
　
入
札
保
証
金

秋
田
県
財
務
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
秋
田
県
規
則
第
四
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
百

六
十
条
か
ら
第
百
六
十
三
条
ま
で
に
規
定
す
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

六
　
そ
の
他

（一）

入
札
の
方
法

落
札
決
定
に
当
た
っ
て
は
、
入
札
書
に
記
載
さ
れ
た
金
額
に
当
該
金
額
の
百
分
の
五
に
相
当

す
る
額
を
加
算
し
た
金
額
（
当
該
金
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
金
額

を
切
り
捨
て
た
金
額
）
を
も
っ
て
落
札
価
格
と
す
る
の
で
、
入
札
者
は
、
消
費
税
及
び
地
方
消

費
税
に
係
る
課
税
事
業
者
で
あ
る
か
免
税
事
業
者
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
、
見
積
も
っ
た
契
約
希

望
金
額
の
百
五
分
の
百
に
相
当
す
る
金
額
を
入
札
書
に
記
載
す
る
こ
と
。

（二）

入
札
の
無
効

規
則
第
百
六
十
六
条
に
規
定
す
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（三）

落
札
者
の
決
定
方
法

予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
で
最
低
の
価
格
を
も
っ
て
有
効
な
入
札
を
し
た
者
を
落
札
者
と

す
る
。
た
だ
し
、
落
札
と
な
る
べ
き
同
価
の
入
札
を
し
た
者
が
二
人
以
上
あ
る
と
き
は
、
く
じ

に
よ
り
決
定
す
る
。

（四）

提
出
書
類
等

入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
別
に
定
め
る
期
日
ま
で
に
、
入
札
説
明
書
及
び
仕
様
書

に
記
載
さ
れ
た
必
要
書
類
等
を
提
出
す
る
こ
と
。

（五）

そ
の
他

詳
細
は
、
入
札
説
明
書
に
よ
る
。

物
品
調
達
契
約
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
一
般
競
争
入
札
を
行
う
の
で
、
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭

和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
告
す
る
。
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平
成
十
六
年
一
月
三
十
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城

一
　
入
札
に
付
す
る
事
項

（一）

購
入
物
品
名
及
び
数
量

多
点
式
デ
ー
タ
ロ
ガ
ー
　
一
式

（二）

購
入
物
品
の
仕
様
等

入
札
説
明
書
及
び
仕
様
書
に
よ
る
。

（三）

納
入
期
限

平
成
十
六
年
三
月
十
五
日
（
月
）

（四）

納
入
場
所

秋
田
県
立
大
学
　
本
荘
事
務
室

二
　
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格

（一）

地
方
自
治
法
施
行
令
第
百
六
十
七
条
の
四
の
規
定
に
該
当
し
な
い
こ
と
。

（二）

秋
田
県
が
発
注
す
る
物
品
の
買
入
れ
等
の
競
争
入
札
に
参
加
す
る
資
格
を
有
す
る
こ
と
。

（三）

当
該
調
達
契
約
に
係
る
入
札
説
明
書
の
交
付
を
受
け
て
い
る
こ
と
。

三
　
契
約
条
項
を
示
す
場
所
等

（一）

契
約
条
項
を
示
す
場
所
、
入
札
説
明
書
及
び
仕
様
書
の
交
付
場
所
並
び
に
問
い
合
わ
せ
先

郵
便
番
号
〇
一
〇
―
八
五
七
〇
　
秋
田
市
山
王
四
丁
目
一
番
一
号

秋
田
県
出
納
局
管
財
課
契
約
班
（
電
話
〇
一
八
―
八
六
〇
―
二
七
三
八
）

（二）

入
札
説
明
書
及
び
仕
様
書
の
交
付
方
法

秋
田
県
の
休
日
を
定
め
る
条
例
（
平
成
元
年
秋
田
県
条
例
第
二
十
九
号
）
第
一
条
第
一
項
に

規
定
す
る
県
の
休
日
を
除
き
、
平
成
十
六
年
一
月
三
十
日
（
金
）
か
ら
二
月
九
日
（
月
）
ま
で

の
期
間
、
随
時
交
付
す
る
。

四
　
入
札
執
行
の
日
時
及
び
場
所

平
成
十
六
年
二
月
十
七
日
（
火
）
午
後
二
時
三
十
分

秋
田
県
庁
地
下
一
階
管
財
課
入
札
室

五
　
入
札
保
証
金

秋
田
県
財
務
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
秋
田
県
規
則
第
四
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
百

六
十
条
か
ら
第
百
六
十
三
条
ま
で
に
規
定
す
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

六
　
そ
の
他

（一）

入
札
の
方
法

落
札
決
定
に
当
た
っ
て
は
、
入
札
書
に
記
載
さ
れ
た
金
額
に
当
該
金
額
の
百
分
の
五
に
相
当

す
る
額
を
加
算
し
た
金
額
（
当
該
金
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
金
額

を
切
り
捨
て
た
金
額
）
を
も
っ
て
落
札
価
格
と
す
る
の
で
、
入
札
者
は
、
消
費
税
及
び
地
方
消

費
税
に
係
る
課
税
事
業
者
で
あ
る
か
免
税
事
業
者
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
、
見
積
も
っ
た
契
約
希

望
金
額
の
百
五
分
の
百
に
相
当
す
る
金
額
を
入
札
書
に
記
載
す
る
こ
と
。

（二）

入
札
の
無
効

規
則
第
百
六
十
六
条
に
規
定
す
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（三）

落
札
者
の
決
定
方
法

予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
で
最
低
の
価
格
を
も
っ
て
有
効
な
入
札
を
し
た
者
を
落
札
者
と

す
る
。
た
だ
し
、
落
札
と
な
る
べ
き
同
価
の
入
札
を
し
た
者
が
二
人
以
上
あ
る
と
き
は
、
く
じ

に
よ
り
決
定
す
る
。

（四）

提
出
書
類
等

入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
別
に
定
め
る
期
日
ま
で
に
、
入
札
説
明
書
及
び
仕
様
書

に
記
載
さ
れ
た
必
要
書
類
等
を
提
出
す
る
こ
と
。

（五）

そ
の
他

詳
細
は
、
入
札
説
明
書
に
よ
る
。

物
品
調
達
契
約
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
一
般
競
争
入
札
を
行
う
の
で
、
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭

和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
告
す
る
。

平
成
十
六
年
一
月
三
十
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城

一
　
入
札
に
付
す
る
事
項

（一）

購
入
物
品
名
及
び
数
量

パ
ソ
コ
ン
テ
ー
ブ
ル
　
四
十
二
台

（二）

購
入
物
品
の
仕
様
等

入
札
説
明
書
及
び
仕
様
書
に
よ
る
。

（三）

納
入
期
限

平
成
十
六
年
三
月
二
十
五
日
（
木
）

（四）

納
入
場
所

秋
田
県
立
横
手
清
陵
学
院

二
　
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格

（一）

地
方
自
治
法
施
行
令
第
百
六
十
七
条
の
四
の
規
定
に
該
当
し
な
い
こ
と
。

（二）

秋
田
県
が
発
注
す
る
物
品
の
買
入
れ
等
の
競
争
入
札
に
参
加
す
る
資
格
を
有
す
る
こ
と
。

（三）

当
該
調
達
契
約
に
係
る
入
札
説
明
書
の
交
付
を
受
け
て
い
る
こ
と
。

三
　
契
約
条
項
を
示
す
場
所
等

（一）

契
約
条
項
を
示
す
場
所
、
入
札
説
明
書
及
び
仕
様
書
の
交
付
場
所
並
び
に
問
い
合
わ
せ
先

郵
便
番
号
〇
一
〇
―
八
五
七
〇
　
秋
田
市
山
王
四
丁
目
一
番
一
号

秋
田
県
出
納
局
管
財
課
契
約
班
（
電
話
〇
一
八
―
八
六
〇
―
二
七
三
八
）

（二）

入
札
説
明
書
及
び
仕
様
書
の
交
付
方
法

２７
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秋
田
県
の
休
日
を
定
め
る
条
例
（
平
成
元
年
秋
田
県
条
例
第
二
十
九
号
）
第
一
条
第
一
項
に

規
定
す
る
県
の
休
日
を
除
き
、
平
成
十
六
年
一
月
三
十
日
（
金
）
か
ら
二
月
九
日
（
月
）
ま
で

の
期
間
、
随
時
交
付
す
る
。

四
　
入
札
執
行
の
日
時
及
び
場
所

平
成
十
六
年
二
月
十
七
日
（
火
）
午
後
二
時
四
十
五
分

秋
田
県
庁
地
下
一
階
管
財
課
入
札
室

五
　
入
札
保
証
金

秋
田
県
財
務
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
秋
田
県
規
則
第
四
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
百

六
十
条
か
ら
第
百
六
十
三
条
ま
で
に
規
定
す
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

六
　
そ
の
他

（一）

入
札
の
方
法

落
札
決
定
に
当
た
っ
て
は
、
入
札
書
に
記
載
さ
れ
た
金
額
に
当
該
金
額
の
百
分
の
五
に
相
当

す
る
額
を
加
算
し
た
金
額
（
当
該
金
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
金
額

を
切
り
捨
て
た
金
額
）
を
も
っ
て
落
札
価
格
と
す
る
の
で
、
入
札
者
は
、
消
費
税
及
び
地
方
消

費
税
に
係
る
課
税
事
業
者
で
あ
る
か
免
税
事
業
者
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
、
見
積
も
っ
た
契
約
希

望
金
額
の
百
五
分
の
百
に
相
当
す
る
金
額
を
入
札
書
に
記
載
す
る
こ
と
。

（二）

入
札
の
無
効

規
則
第
百
六
十
六
条
に
規
定
す
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（三）

落
札
者
の
決
定
方
法

予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
で
最
低
の
価
格
を
も
っ
て
有
効
な
入
札
を
し
た
者
を
落
札
者
と

す
る
。
た
だ
し
、
落
札
と
な
る
べ
き
同
価
の
入
札
を
し
た
者
が
二
人
以
上
あ
る
と
き
は
、
く
じ

に
よ
り
決
定
す
る
。

（四）

提
出
書
類
等

入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
別
に
定
め
る
期
日
ま
で
に
、
入
札
説
明
書
及
び
仕
様
書

に
記
載
さ
れ
た
必
要
書
類
等
を
提
出
す
る
こ
と
。

（五）

そ
の
他

詳
細
は
、
入
札
説
明
書
に
よ
る
。

特
定
調
達
契
約
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
一
般
競
争
入
札
を
行
う
の
で
、
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭

和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
告
す
る
。

平
成
十
六
年
一
月
三
十
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
　
入
札
に
付
す
る
事
項

（一）

購
入
物
品
の
名
称
及
び
数
量

パ
ー
ソ
ナ
ル
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
　
四
十
七
台

（二）

購
入
物
品
の
仕
様
等

入
札
説
明
書
及
び
仕
様
書
に
よ
る
。

（三）

納
入
期
限

平
成
十
六
年
三
月
三
十
日
（
火
）

（四）

納
入
場
所

秋
田
県
立
大
学
本
荘
事
務
室

（五）

今
後
調
達
が
予
定
さ
れ
る
物
品
の
名
称
、
数
量
及
び
そ
の
入
札
の
公
告
の
予
定
時
期

パ
ー
ソ
ナ
ル
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
　
二
十
台
　
平
成
十
六
年
二
月
こ
ろ

（六）

一
連
の
調
達
契
約
の
う
ち
の
最
初
の
契
約
に
係
る
入
札
の
公
告
の
日
付

平
成
十
五
年
六
月
十
三
日
（
金
）

二
　
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
等

（一）

入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格

（１）

地
方
自
治
法
施
行
令
第
百
六
十
七
条
の
四
の
規
定
に
該
当
し
な
い
こ
と
。

（２）

秋
田
県
が
発
注
す
る
物
品
の
買
入
れ
等
の
競
争
入
札
に
参
加
す
る
資
格
を
有
す
る
こ
と
。

（３）

当
該
調
達
契
約
に
係
る
入
札
説
明
書
の
交
付
を
受
け
て
い
る
こ
と
。

（二）

（一）
（２）
の
資
格
に
係
る
申
請

（一）
（２）
の
資
格
の
な
い
者
で
入
札
に
参
加
を
希
望
す
る
も
の
は
、
所
定
の
競
争
入
札
参
加
資
格
審

査
申
請
書
を
三
（一）
に
掲
げ
る
場
所
へ
平
成
十
六
年
二
月
十
六
日
（
月
）
ま
で
に
提
出
す
る
こ
と
。

三
　
契
約
条
項
を
示
す
場
所
等

（一）

契
約
条
項
を
示
す
場
所
、
入
札
説
明
書
及
び
仕
様
書
の
交
付
場
所
並
び
に
問
い
合
わ
せ
先

郵
便
番
号
〇
一
〇
―
八
五
七
〇
　
秋
田
市
山
王
四
丁
目
一
番
一
号

秋
田
県
出
納
局
管
財
課
（
電
話
〇
一
八
―
八
六
〇
―
二
七
三
八
）

（二）

入
札
説
明
書
及
び
仕
様
書
の
交
付
方
法

秋
田
県
の
休
日
を
定
め
る
条
例
（
平
成
元
年
秋
田
県
条
例
第
二
十
九
号
）
第
一
条
第
一
項
に

規
定
す
る
県
の
休
日
を
除
き
、
平
成
十
六
年
一
月
三
十
日
（
金
）
か
ら
同
年
二
月
二
十
三
日

（
月
）
ま
で
の
期
間
、
随
時
交
付
す
る
。

四
　
入
札
執
行
の
日
時
及
び
場
所

平
成
十
六
年
三
月
一
日
（
月
）
午
前
十
時
三
十
分

秋
田
県
庁
地
下
一
階
管
財
課
入
札
室

五
　
入
札
保
証
金

秋
田
県
財
務
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
秋
田
県
規
則
第
四
号
）
第
百
六
十
条
か
ら
第
百
六
十
三
条

ま
で
に
規
定
す
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

六
　
そ
の
他

（一）

契
約
手
続
に
お
い
て
使
用
す
る
言
語
及
び
通
貨

日
本
語
及
び
日
本
国
通
貨

（二）

入
札
の
方
法

２８
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落
札
決
定
に
当
た
っ
て
は
、
入
札
書
に
記
載
さ
れ
た
金
額
に
当
該
金
額
の
百
分
の
五
に
相
当

す
る
額
を
加
算
し
た
金
額
（
当
該
金
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
金
額

を
切
り
捨
て
た
金
額
）
を
も
っ
て
落
札
価
格
と
す
る
の
で
、
入
札
者
は
、
消
費
税
及
び
地
方
消

費
税
に
係
る
課
税
事
業
者
で
あ
る
か
免
税
事
業
者
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
、
見
積
も
っ
た
契
約
希

望
金
額
の
百
五
分
の
百
に
相
当
す
る
金
額
を
入
札
書
に
記
載
す
る
こ
と
。

（三）

入
札
の
無
効

秋
田
県
財
務
規
則
第
百
六
十
六
条
に
規
定
す
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（四）

落
札
者
の
決
定
方
法

予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
で
最
低
の
価
格
を
も
っ
て
有
効
な
入
札
を
し
た
者
を
落
札
者
と

す
る
。
た
だ
し
、
落
札
と
な
る
べ
き
同
価
の
入
札
を
し
た
者
が
二
人
以
上
あ
る
と
き
は
、
く
じ

に
よ
り
決
定
す
る
。

（五）

契
約
書
作
成
の
要
否
　
要

（六）

提
出
書
類
等

入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
別
に
定
め
る
期
日
ま
で
に
、
入
札
説
明
書
及
び
仕
様
書

に
記
載
さ
れ
た
必
要
資
料
等
を
提
出
す
る
こ
と
。

（七）

そ
の
他

詳
細
は
、
入
札
説
明
書
に
よ
る
。

七
　
概
要

特
定
調
達
契
約
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
一
般
競
争
入
札
を
行
う
の
で
、
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭

和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
告
す
る
。

平
成
十
六
年
一
月
三
十
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
　
入
札
に
付
す
る
事
項

（一）

購
入
物
品
の
名
称
及
び
数
量

公
衆
無
線
Ｌ
Ａ
Ｎ
シ
ス
テ
ム
　
一
式

（二）

購
入
物
品
の
仕
様
等

入
札
説
明
書
及
び
仕
様
書
に
よ
る
。

（三）

納
入
期
限

平
成
十
六
年
三
月
三
十
日
（
火
）

（四）

納
入
場
所

秋
田
県
森
林
学
習
交
流
館

（五）

一
連
の
調
達
契
約
の
う
ち
の
最
初
の
契
約
に
係
る
入
札
の
公
告
の
日
付

平
成
十
五
年
五
月
三
十
日
（
金
）

二
　
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
等

（一）

入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格

（１）

地
方
自
治
法
施
行
令
第
百
六
十
七
条
の
四
の
規
定
に
該
当
し
な
い
こ
と
。

（２）

秋
田
県
が
発
注
す
る
物
品
の
買
入
れ
等
の
競
争
入
札
に
参
加
す
る
資
格
を
有
す
る
こ
と
。

（３）

当
該
調
達
契
約
に
係
る
入
札
説
明
書
の
交
付
を
受
け
て
い
る
こ
と
。

（二）

（一）
（２）
の
資
格
に
係
る
申
請

（一）
（２）
の
資
格
の
な
い
者
で
入
札
に
参
加
を
希
望
す
る
も
の
は
、
所
定
の
競
争
入
札
参
加
資
格
審

査
申
請
書
を
三
（一）
に
掲
げ
る
場
所
へ
平
成
十
六
年
二
月
十
六
日
（
月
）
ま
で
に
提
出
す
る
こ
と
。

三
　
契
約
条
項
を
示
す
場
所
等

（一）

契
約
条
項
を
示
す
場
所
、
入
札
説
明
書
及
び
仕
様
書
の
交
付
場
所
並
び
に
問
い
合
わ
せ
先

郵
便
番
号
〇
一
〇
―
八
五
七
〇
　
秋
田
市
山
王
四
丁
目
一
番
一
号

秋
田
県
出
納
局
管
財
課
（
電
話
〇
一
八
―
八
六
〇
―
二
七
三
八
）

（二）

入
札
説
明
書
及
び
仕
様
書
の
交
付
方
法

秋
田
県
の
休
日
を
定
め
る
条
例
（
平
成
元
年
秋
田
県
条
例
第
二
十
九
号
）
第
一
条
第
一
項
に

規
定
す
る
県
の
休
日
を
除
き
、
平
成
十
六
年
一
月
三
十
日
（
金
）
か
ら
同
年
二
月
二
十
三
日

（
月
）
ま
で
の
期
間
、
随
時
交
付
す
る
。

四
　
入
札
執
行
の
日
時
及
び
場
所

平
成
十
六
年
三
月
一
日
（
月
）
午
前
十
一
時
三
十
分

秋
田
県
庁
地
下
一
階
管
財
課
入
札
室

五
　
入
札
保
証
金

秋
田
県
財
務
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
秋
田
県
規
則
第
四
号
）
第
百
六
十
条
か
ら
第
百
六
十
三
条

ま
で
に
規
定
す
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

六
　
そ
の
他

（一）

契
約
手
続
に
お
い
て
使
用
す
る
言
語
及
び
通
貨

日
本
語
及
び
日
本
国
通
貨

（二）

入
札
の
方
法

落
札
決
定
に
当
た
っ
て
は
、
入
札
書
に
記
載
さ
れ
た
金
額
に
当
該
金
額
の
百
分
の
五
に
相
当

す
る
額
を
加
算
し
た
金
額
（
当
該
金
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
金
額

を
切
り
捨
て
た
金
額
）
を
も
っ
て
落
札
価
格
と
す
る
の
で
、
入
札
者
は
、
消
費
税
及
び
地
方
消

費
税
に
係
る
課
税
事
業
者
で
あ
る
か
免
税
事
業
者
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
、
見
積
も
っ
た
契
約
希

望
金
額
の
百
五
分
の
百
に
相
当
す
る
金
額
を
入
札
書
に
記
載
す
る
こ
と
。

２９

Sum
m
ary

１
　
N
ature

and
quantity

of
item

to
be
purchased：

4
7
P
eraonal

C
om
puters

２
　
T
im
e-lim

it
of
tender：

1
0
:3
0
A
.M
.
１
　
M
arch，

2
0
0
4

３
　
C
ontact

point
for

the
notice：

Property
M
anagem

ent
D
ivision，

B
ureau

of

T
reasury，

A
kita

P
refectural

G
overnm

ent，
４
-１
-１
　
Sanno，

A
kita

C
ity，

A
kita

prefecture
0
1
0
-8
5
7
0
，
Japan

T
E
L
0
1
8
-8
6
0
-2
7
3
8
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（三）

入
札
の
無
効

秋
田
県
財
務
規
則
第
百
六
十
六
条
に
規
定
す
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（四）

落
札
者
の
決
定
方
法

予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
で
最
低
の
価
格
を
も
っ
て
有
効
な
入
札
を
し
た
者
を
落
札
者
と

す
る
。
た
だ
し
、
落
札
と
な
る
べ
き
同
価
の
入
札
を
し
た
者
が
二
人
以
上
あ
る
と
き
は
、
く
じ

に
よ
り
決
定
す
る
。

（五）

契
約
書
作
成
の
要
否
　
要

（六）

提
出
書
類
等

入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
別
に
定
め
る
期
日
ま
で
に
、
入
札
説
明
書
及
び
仕
様
書

に
記
載
さ
れ
た
必
要
資
料
等
を
提
出
す
る
こ
と
。

（七）

そ
の
他

詳
細
は
、
入
札
説
明
書
に
よ
る
。

七
　
概
要

特
定
調
達
契
約
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
落
札
者
を
決
定
し
た
の
で
、
地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又

は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
（
平
成
七
年
政
令
第
三
百
七
十
二
号
）
第
十
一
条

の
規
定
に
基
づ
き
、
公
示
す
る
。

平
成
十
六
年
一
月
三
十
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
（一）

落
札
に
係
る
物
品
の
名
称
及
び
数
量

電
子
計
算
組
織
　
五
式

（二）

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

出
納
局
管
財
課
　
秋
田
市
山
王
四
丁
目
一
番
一
号

（三）

落
札
者
を
決
定
し
た
日

平
成
十
五
年
十
二
月
九
日

（四）

落
札
者
の
名
称
及
び
住
所

秋
田
リ
コ
ー
株
式
会
社
　
秋
田
市
卸
町
四
丁
目
九
―
一

（五）

落
札
金
額

二
千
六
百
六
十
七
万
円

（六）

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

一
般
競
争
入
札

（七）

一
般
競
争
入
札
の
公
告
を
行
っ
た
日

平
成
十
五
年
十
一
月
七
日

二
（一）

落
札
に
係
る
物
品
の
名
称
及
び
数
量

電
子
計
算
組
織
　
一
式

（二）

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

出
納
局
管
財
課
　
秋
田
市
山
王
四
丁
目
一
番
一
号

（三）

落
札
者
を
決
定
し
た
日

平
成
十
五
年
十
二
月
九
日

（四）

落
札
者
の
名
称
及
び
住
所

株
式
会
社
北
都
情
報
シ
ス
テ
ム
ズ
　
秋
田
市
山
王
三
丁
目
四
―
二
十
三

（五）

落
札
金
額

一
千
百
五
十
五
万
円

（六）

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

一
般
競
争
入
札

（七）

一
般
競
争
入
札
の
公
告
を
行
っ
た
日

平
成
十
五
年
十
一
月
七
日

三
（一）

落
札
に
係
る
物
品
の
名
称
及
び
数
量

パ
ー
ソ
ナ
ル
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
　
二
百
台

（二）

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

出
納
局
管
財
課
　
秋
田
市
山
王
四
丁
目
一
番
一
号

（三）

落
札
者
を
決
定
し
た
日

平
成
十
六
年
一
月
九
日

（四）

落
札
者
の
名
称
及
び
住
所

東
日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
秋
田
支
店
　
秋
田
市
中
通
四
丁
目
四
―
四

（五）

落
札
金
額

一
千
九
百
十
七
万
三
千
円

（六）

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

一
般
競
争
入
札

（七）

一
般
競
争
入
札
の
公
告
を
行
っ
た
日

平
成
十
五
年
十
一
月
二
十
八
日

３０

Sum
m
ary

１
　
N
ature

and
quantity

of
item

to
be
purchased：

Public
w
ireless

L
A
N

system
１
　
S
et

２
　
T
im
e-lim

it
of
tender：

1
1
:3
0
A
.M
.
１
　
M
arch，

2
0
0
4

３
　
C
ontact

point
for

the
notice：

Property
M
anagem

ent
D
ivision，

B
ureau

of

T
reasury，

A
kita

P
refectural

G
overnm

ent，
４
-１
-１
　
Sanno，

A
kita

C
ity，

A
kita

prefecture
0
1
0
-8
5
7
0
，
Japan

T
E
L
0
1
8
-8
6
0
-2
7
3
8
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平
成
十
三
年
十
一
月
六
日
（
第
千
三
百
十
六
号
）
掲
載
の
秋
田
県
告
示
第
六
百
六
十
七
号
（
河
川

区
域
の
変
更
に
よ
る
廃
川
敷
地
等
）

（
原
稿
誤
り
）

二
ペ
ー
ジ
上
段
廃
川
敷
地
等
の
位
置
、
種
類
及
び
面
積
表
中

七
四
六
一
・
八
〇
平
方
メ
　
は

七
七
〇
七
・
七
五
平
方
メ
　
の
誤
り
。

ー
ト
ル
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ー
ト
ル

３１

ペ
ー
ジ
　
　
段
　
　
　
行
　
　
　
　
　
　
　
誤
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
正
　
　
　
　
　
　

正
　
　
　
　
　
　
誤
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